
（
二
）
合
祀
関
係

【
一
七
八
】
祭
神
合
祀
詮
議
標
準
追
加
の
件
（
昭
和
28
年
９
月

21
日
）

昭
和
二
十
八
年
九
月
十
六
日
起
案

九
月
二
十
一
日
決
裁

祭
神
合
祀
詮
議
標
準
追
加
の
件

首
題
の
件
に
関
し
左
記
の
通
致
度

記

從
来

病
と
し
て
取
扱
は
れ
て
居
ら
な
か
つ
た

血
心

痳
痺
狹
心
症

胃
潰
瘍
胃
癌
等
に
依
る
病
死
即
ち
自
己
の
重
大
な
る
過
誤
不
攝
生
等
に
よ

ら
な
い

地
病
死
は
応
召
（
入
営
）
后
一
ヶ
月
以
上
勤
務
の
者
に
付
合
祀

と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
と
定
め
る
。

説
明

一
、
大
東
亜

に
在
り
て
は
資
料
不
充
分
の
爲
此
の
種

地
病
死
を
す

で
に

病
死
と
し
て
合
祀
せ
ら
れ
て
居
る
者
が
相
当
数
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。

二
、
今
後
も
相
当
に
起
り
得
る
と
想
は
れ
る
。

三
、
遺
族
及
一
般
国
民
の
印
象
と
し
て
は

病
死
と
同
様
に
合
祀
さ
れ
る

を
可
と
す
る
と
考
へ
る
。

四
、
右
合
祀
の
事
は
創
建
の
叡
慮
に
反
し
あ
ら
ず
又
已
祭
神
の
歴
史
に
徴

し
て
差
支
無
い
も
の
と
認
め
る
。

五
、
一
ヶ
月
以
上
勤
務
の
制
限
を
附
し
た
る
は
一
応
死
亡
后
の
現
地
召
集

し
た
慮
の
あ
る
も
の
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。

六
、
此
種
病
死
は

病
死
と
し
て
取
扱
は
れ
ぬ
の
を
原
則
と
す
る
故
申
達

し
て
来
て
居
ら
な
い
件
数
も
多
数
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
の
で
今
後
更
に

申
達
せ
ら
る
ゝ
方
法
を
講
ず
る
要
が
あ
る
。

七
、
本
件
尚
一
、
二
復
等
の
意
見
を
も
参
考
と
し
決
定
致
度
。

以
上

【
一
七
九
】
祭
神
合
祀
詮
議
標
準
の
件

昭
和
28
年
９
月
25
日
）

昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
五
日
起
案

九
月
二
十
五
日
決
裁

祭
神
合
祀
詮
議
標
準
の
件

首
題
の
件
に
関
し
左
記
の
通
致
度

陸
海
軍
軍
属
の
取
扱
に
就
て
は
軍
人
の
合
祀
詮
議
標
準
を
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。

説
明

從
来
の
詮
議
標
準
に
在
つ
て
は
軍
属
は
軍
人
と
の
間
に
凡
そ
次
の
区
別
が

あ
つ
た
。

一
、

死

傷
死

軍
人

特
別
の
者
以
外
は
悉
く
合
祀
。

軍
属

軍
事
行
動
に
参
加
し
た
期
間
及
其
本
質
等
に
つ
き
査
定
し
有
宣

誓
陸
密
軍
属
無
宣
誓
軍
属
の
順
位
で
嚴
選
の
度
を
加
ふ
。

二
、

病
死

軍
人

（
事
変
）
地
に
於
て
死
歿
せ
る
も
の
。

事
変
）地
に
於
て
受
傷
罹
病
し
内
地
還
送
后
死
歿
せ
る
も
の
。

軍
属

地
五
ヶ
月
以
上
（
事
変
地
八
ヵ
月
）

務
の
者
。

海
上
は
四
ヶ
月
以
上
（
軍
属
船
員
は
六
ヶ
月
以
上
）。

然
る
に

一
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
付
第
一
復
員
省
よ
り
発
布
せ
ら
れ
た
死
歿
者

調
査
作
業
の
標
準
に
依
る
と
軍
人
軍
属
の
区
別
を
附
し
て
な
い
從
つ
て

之
に
依
り
提
出
さ
れ
て
く
る
書
類
も
之
等
の
区
別
が
な
い
依
つ
て

に

処
理
せ
ら
れ
た
合
祀
事
務
の
中
に
は
此
の
方
針
に
依
り
処
理
せ
ら
れ
た

も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

二
、
陸
海
軍
の
消
滅
し
た
今
日

地

務
日
数

務
情
況
等
を
調
査
す
る

事
は
不
可
能
で
あ
る
。

三
、
今
日
の
情
勢
に
在
り
て
は
両
者
を
区
別
せ
ず
同
一
の
標
準
に
依
り
取

扱
つ
て
差
支
無
い
も
の
と
認
め
る
。

但
し
軍
属
関
係
の
書
類
に
は
軍
人
以
上
に
資
料
の
不
足
し
て
居
る
も
の

が
あ
る
か
ら
此
の
点
充
分
留
意
を
要
す
る
。

四
、
海
軍
関
係
に
対
し
て
は
此
の
方
針
に
て
合
祀
詮
議
を
行
ふ
旨
の
通
報

を
要
す
る
。

以
上

【
一
八
〇
】
合
祀
標
準
に
関
す
る
件

昭
和
28
年
９
月
25
日
）

昭
和
二
八
年
九
月
二
十
一
日
起
案

九
月
二

五
日
決
裁

合
祀
標
準
に
関
す
る
件

首
題
の
件
に
関
し
左

の
如
く
致
度

一
、
台
湾
を
二
〇
、
四
以
降
神
社
の
合
祀
事
務
に
限
り

地
の
取
扱
と
す

る
。

二
、
台
湾
に
於
て
右
以
前
に
発
病
し
引
続
き
右
以
后
現
地
に
在
つ
た
者
は

病
と
し
て
詮
議
を
す
る
。

三
、
右
を
海
軍
の
関
係
の
向
に
通
報
す
る
。

説
明

第
一
復
員
局
よ
り
死
歿
者
調
査
作
業
の
〔
※
１
〕

標
準
を
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二

十
日
付
を
以
て
各
地
方
世
話
部
等
関
係
各
部
に
送
付
し
て
ゐ
る
が
（
本
標

準
は
責
任
者
名
を

し
て
な
い
）
此
の
中
で
最
後
に
参
考
と
し
て

地
適

用

日
を
揚
げ
其
第
四
に
台
湾
二
〇
、
四
、
一
以
降
と
し
て
居
る
之
は
陸

軍
独
自
の
判
断
に
基
く
も
の
と
思
ふ
が
台
湾
は
最
後
ま
で

地
指
定
は
無

い
の
で
あ
る
。

併
し
該
調
査
の
標
準
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
爲
陸
軍
関
係
に
在
つ
て
は
台
湾
に

於
け
る
発
病
を

病
死
と
し
て
合
祀
取
扱
を
爲
し
た
る
も
の
相
当
数
あ
り

と
認
め
ら
れ
る
に
就
て
は
陸
軍
の
判
断
が
台
湾
の

況
が
重
大
で
あ
つ
て

地
と
す
る
を
要
す
と
言
ふ
に
あ
っ
た
と
解
し
爾
今
及
海
軍
関
係
の
取
扱

を
統
一
す
る
要
が
あ
る

以
上

「
参
考
」

援
護
法
に
於
て
は
台
湾
は
戦
地
と
し
て
取
扱
は
れ
て
居
な
い

別
紙
㈡
陸
密
第
一
九
六
七
号
（
20
・
４
・
21
附
）
に
依
り
台
湾

が
戦
地
と
し
て
指
定
さ
れ
て
居
る
。」

〔
※
１
〕

別
紙
㈠
参
照

此
の
標
準
は
各
世
話
課
か
ら
提
出
さ
れ
た
死
歿

者
名
簿
の
合
否
判
定
上
の
標
準
を
一
復
合
祀
関
係
者
限
り
に
て
覺

書
に
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
本
標
準
に
依
り
合
否
を
判
定
の
上

淨
書
名
簿
を
二
部
作
製
の
上
（
從
来
一
部
を
祭
神
簿
一
部
を
上
奏

簿
に
使
用
）
神
社
へ
送
附
さ
れ
て
居
る
。
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【
一
八
一
】
旧
陸
軍
関
係
靖
国
神
社
合
祀
に
つ
い
て
（
案
）

（
昭
和
29
年
３
月
15
日
）

旧
陸
軍

関

係
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
（
案
）

29
・
３
・
15

復

員

課

一

要
旨

旧
陸
軍
関
係
靖
国
神
社
未
合
祀

（
昭
和
二
十
年
秋
の
大
祭
前
に
死
亡

し
た

で
実
質
的
に
は
合
祀
さ
れ
て
い
る
が
靈
璽
簿
が
奉
安
さ
れ
て
い
な

い

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
約
一
五
〇
万
柱
の
速
や
か
な
る
合
祀
を
図

る
。こ

れ
が
た
め

㈠

世
話
課
は
未
合
祀

中
援
護
法
の
年
金
弔
慰
金
を
可
決
裁
定
さ
れ

た

の
う
ち
明
確
に
從
前
の
合
祀
基
準
に
該
当
す
る

に
つ
い
て
あ

ら
た
め
て
速
か
に
合
祀

を
す
る
。

㈡

前
号
以
外
の

の
合
祀
要
領
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
速
や
か
に

研
究
の
う
え
措
置
す
る
。

二

要
領

㈠

靖
國
神
社
は
、
昭
和
二
十
年
合
祀

中
の
通
知
未
済

及
び
昭
和

24
｜
28
年
合
祀
済

を
本
年

月
ま
で
に
左

様
式
靖
國
神
社
合
祀

名
簿
を
も
つ
て
世
話
課
に
通
知
す
る
。

整
理

番
号

階
級

氏
名

死
亡
年
月
日

死
亡
場
所

死
亡

区
分

本
籍
地

遺

族

現
住
所

続
柄
氏
名

註

合
祀
済

中
昭
和
13
｜
19
年
合
祀

は
援
護
法
の
準
備
作
業
の
際
復

員
局
か
ら
世
話
課
に
通
知
ず
み
で
あ
り
、
昭
和
20
年
合
祀

の
一
部

と
昭
和
21
｜
23
年
合
祀

は
最
近
神
社
か
ら
世
話
課
に
通
知
ず
み
で

あ
る
。
從
つ
て
、
以
上
の
作
業
を
行
え
ば
昭
和
13
｜
昭
和
28
年
の
合

祀

全
員
が
世
話
課
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈡
世
話
課
は
昭
和
13
年
以
后
死
亡
し
援
護
法
の
年
金
弔
慰
金
を
可
決
裁

定
さ
れ
た

の
中
の
未
合
祀

の
中
で
明
確
に
別
紙
の
從
前
の
合
祀

基
準
に
該
当
す
る

に
つ
い
て
左

様
式
祭
神
名
票
を
調
製
し
て
靖

國
神
社
に
送
付
す
る
。

註

昭
和
12
年
以
前
に
死
亡
し
た
合
祀
適
格

は
す
べ
て
合
祀
済
と
解

す
る
。

２

世
話
課
の
作
業
の
一
案
は
次
の
と
お
り

イ

㈠
に
よ
つ
て
通
知
を
う
け
た
合
祀
済

に
つ
い
て
合
祀
済
の
旨

を

者
調
査
票
に
註

す
る
。

ロ

昭
和
13
年
以
后
死
亡
し
た

で
、
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
を
可
決

裁
定
さ
れ
た

の
う
ち
靖
國
神
社
未
合
祀
の

の

調
査
票

を
点
検
し
、
そ
の
う
ち
、
從
前
の
合
祀
基
準
に
明
確
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
祭
神
名
票
を
調
製
し
「
第
〇
次
祭
神
名
票
調
製

済
」
等

調
査
票
に
註

し
て
お
き
、
適
時
第
〇
次
分
の
祭

神
名
票
（
連
名
簿
を
附
す
る
こ
と
な
く
第
〇
次
何
枚
の
添
書
を
一

枚
つ
け
る
）
を
神
社
に
送
付
す
る
。

３

調
製
順
序
に
つ
い
て
は
大
体
祭
神
名
票
送
付
順
に
合
祀
さ
れ
、
こ

の
順
に
参

割
引
証
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
定
め
る
。

年

月

日

（ ）

（ )
官位

正從

勲

功

所属傷病地

昭
和

年

月

日

傷病名

祭 神 名 票
死亡地

昭
和

年

月

日

才
）

合祀

昭
和

年

月

日

祭神

第

号

本 籍

縣府

区郡

村

年 月 日

( ）
遺族氏名

公報 昭和

㈢

前
号
以
外
の

の
合
祀
要
領
に
つ
い
て
は
速
か
に
研
究
す
る
が
問

題
点
は
左
の
と
お
り
予
想
す
る
。

１

合
祀
基
準
の
研
究

２

未
掌
握

の
掌
握
要
領

３

合
祀
資
格
審
査
要
領

三

参
考

合
祀

況
概
見
表

旧
陸
軍
軍
人
軍
属
合
祀

数

昭
７
・
４
か
ら

昭
21
・
４
ま
で

）｜
｜
二
四
六
、
一
八
六

亜

六
三
、
二
八
〇

支

一
六
七
、
六
一
八

満

一
五
、
二
八
八

昭
22
・
４
・
21
｜
｜
｜

五
三
、
六
二
七

亜

五
一
、
七
四
六

支

一
、
八
八
一

満

｜
｜

23
・
５
・
５
｜
｜
｜

一
九
、
三
四
六

亜

一
九
、
一
七
一

支

一
六
四

満

一
一

24
・
10
・
17
｜
｜
｜

三
〇
、
一
四
六

亜

二
九
、
六
四
六

支

四
七
三

満

一
一
七

25
・
10
・
17
｜
｜
｜

七
五
、
二
六
八

亜

七
四
、
三
九
九

支

八
二
三

満

四
六

26
・
10
・
９
｜
｜
｜

四
五
、
〇
一
一

亜

四
四
、
二
一
三

支

七
五
〇

満

三
八

27
・
10
・
９
｜
｜
｜

一
〇
、
一
二
六

亜

九
、
九
六
七

支

一
五
二

満

七

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係
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28
・
10
・
６
｜
｜
｜

一
一
、
二
一
六

亜

一
一
、
一
〇
二

支

一
〇
五

満

九

【
一
八
二
】
政
府
予
算
戦
歿
者
調
査
費
関
連
靖
国
神
社
合
祀

事
務
打
合
状
況
（
昭
和
31
年
１
月
23
日
）

政

府

予

算

歿

者

調

査

費

関

連

靖

國

神

社

合

祀

事

務

打

合

況

一
、
期

日

昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日

自

午
前
十
時
三
十
分

至

午
後

二

時

一
、
場

所

靖

國

神

社

記

念

殿

貴

室

一
、
人

名

引

揚

援

護

局

板

垣

復

員

課

長

同

浜

田

事

務

官

同

松

浦

庶

務

課

長

厚

生

省

本

部

復
員
連
絡

局

長

不

破

博

神

社

側

池

田

権

宮

司

同

鈴

木

禰

宜

同

木

曽

主

典

一、會
合
の
目
的

昭
和
三
十
一
年
度
政
府
予
算
に

歿
者
調
査
費
四
八
〇

圓
の
計
上
見

通
し
が
出
来
た
の
で
靖
國
神
社
合
祀
事
務
の

況
を

取
し
打
合
せ
の

為
来
社
す
。

一
、
先
づ
神
社
側
よ
り
現
在
の
合
祀
事
務
に
つ
い
て
説
明
す
。

一
、
板
垣
課
長
よ
り
復
員
課
案
（
別
紙
）
の
説
明
あ
り
。

一
、
打
合
の
結
果
大
要
左
の
通
り
。

1．
神
社
保
有
の
既
合
祀
名
票
（
未
作
製
の
も
の
は
一
復
と
神
社
で
分
担

作
製
す
る
）
を
各
県
に
送
り
各
県
の
原
簿
に
登

す
る
。

2．
事
務
の
進
捗
順
序
及
び
分
担
は
概
ね
別
紙
一
復
案
に
基
く
、
但
し
一

復
に
於
て
各
県
の
実

を
把
握
し
更
に
検
討
を
加
へ
る
。

3．
昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀
は
取
敢
へ
ず
昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
降

歿
者
中
で
差
し
支
へ
な
い
範
囲
を
合
祀
予
定
と
す
る
。

以

上

【
一
八
三
】
第
一
回
打
合
会
資
料

靖
国
神
社
合
祀
事
務
処

理
要
領
（
案
）（
昭
和
31
年
１
月
23
日
）
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【184】旧陸軍関係 靖国神社合祀事務協力要綱（案）（〔昭和31年〕1月25日）



【185】別紙 旧陸軍関係靖国神社合祀事務処理要領（昭和31年１月25日）
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【186】旧陸軍関係 靖国神社合祀事務協力要綱（案）についての説明（昭和31年１月30日）
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【187】今後における靖国神社合祀事務協力要領について（昭和31年２月２日復員第七六号厚生省引揚援護局復

員課長発各都道府県世話（援護、社会）課（部）長、各復員連絡局、同支部長宛）

198



【
一
八
八
】
こ
れ
か
ら
の
靖
国
神
社
合
祀
事
務
打
合
会
状
況

第
二
回

昭
和
31
年
２
月
９
日
））

こ
れ
か
ら
の
靖
國
神
社
合
祀
事
務
打
合
会
状
況

第
二

一
、
期

日

昭
和
三
十
一
年
二
月
九
日

午
後
三
時

一
、
場

所

調

査

部

長

室

一
、
出

席

者

引
揚
援

局

板
垣
復
員
課
長

同

椎
名
事
務
官

外

一

名
⎭⎬⎫
経
理
関
係

神

社

側

鈴
木
禰
宜

木
曽
主
典

一
、
概

要

1．
予
算
を
検
討
し
た
結
果
第
一

案
を
変
更
し
援

局
で
は
未
作
製
名

票
中
昭
和
二
十
九
年
十
月
合
祀
を
除
き
全
部
作
製
す
る
。

昭
和
二
十
九
年
十
月
合
祀
は
神
社
で
作
製
す
る
。

2．
祭
神
簿
等
は
す
べ
て
神
社
で
作
製
す
る
。

3．
右
以
外
は
概
ね
第
一

通
り
。

神
社
よ
り
の
申
出
事
項

印
刷
物
中
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
降
と
あ
る
を
九
月
三
日
以
降
、

昭
和
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
迄
に

歿
せ
る
も
の
と
訂
正
の
こ
と
。

以

上

【
一
八
九
】
旧
海
軍
関
係
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に
つ
い
て

昭

和
31
年
２
月
25
日
二
次
第
三
一
号
厚
生
省
引
揚
援
護
局
次
長
発

各
地
方
復
員
部
長
宛
）

二

第
三
一
号

昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
省
引
揚

護
局
次
長

各
地
方
復
員
部
長
殿

旧
海
軍
関
係
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に
つ
い
て

復
員
関
係
官
署
は
、
靖
国
神
社
未
合
祀
者
の
合
祀
諸
事
務
を

ね
昭
和

三
十
三
年
度
末
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
、
そ
の
事
務
に
協
力

す
る
こ
と
と
な
つ
た
が
、
本
件
に
つ
き
神
社
当
局
と
打
合
せ
の
結
果
、
左

記
の
と
お
り
事
務
を
取
り
進
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
の
う
え
、
し
か

る
べ
く
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

記

一

本
事
務
は

ね

戦
前
の
も
の
に
準
じ
て
行
う
。
即
ち
神
社
当
局
よ

り
の
次
回
合
祀
要
素
（
柱
数
そ
の
他
）
に
基
き
、
在
籍
庁
に
て
豫
定
者

を
選
衡
の
う
え
、
引
揚

護
局
に
報

す
る
。

二

引
揚

護
局
は
、
在
籍
庁
の
報

を
審
査
し
て
合
祀
豫
定
者
を
決
定

し
て
神
社
に
通
報
す
る
。

三

神
社
は
、
引
揚

護
局
よ
り
の
通
報
に
基
い
て
合
祀
者
を
決
定
し
合

祀
の
祭
典
を
行
い
、
そ
の
遺
族
に
合
祀
通
知
を
す
る
。

四

右
事
務
処
理
に
対
処
す
る
た
め
、
在
籍
庁
は
死

者
個
々
に
つ
き
合

祀
の
済
、
未
済
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
満
州
事
変
よ
り

戦
ま

で
の
合
祀
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
祭
神
名
票
を
神
社
よ
り
借
用
の
う
え
、

戦
後
の
合
祀
者
に
つ
い
て
は
合
祀
者
名
簿
に
よ
り
合
祀
を
確
認
す
る
。

五

昭
和
三
十
一
年
秋
季
合
祀
豫
定
者
の
選
衡
は
左
に
よ
る
。

イ

選
衡
の
範
囲

昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
降
の
死

者

ロ

選
衡
基
準

恩
給
法
の

裁
定
者
（
但
し
昭
和
三
十
年
法
律
第
一
四
四
号
に
基

く
公
務
範
囲
拡
大
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

ハ

選
衡
人
員

該
当
者
全
部

ニ

引
揚

護
局
へ
報

の
期
限

昭
和
三
十
一
年
五
月
末
日

ホ

報

要
領

祭
神
名
票
及
び
連
名
簿
と
し
、
祭
神
名
票
用
紙
は
中
央
よ
り
送
付

す
る
。
細
部
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六

昭
和
三
十
二
年
春
季
合
祀
豫
定
者
の
選
衡
は
左
に
よ
る
。

イ

選
衡
順
序

ね
死
亡
年
月
日
の
順
と
す
る
。

ロ

選
衡
基
準
及
び
報

要
領
等
は
「
五
」
に
同
じ
。

ハ

選
衝
人
員

追
つ
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ニ

報

期
限

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
末
日
と
す
る
。

七

昭
和
三
十
年
十
月
ま
で
の
合
祀
者
に
対
す
る
未
調
製
の
祭
神
名
票
は

神
社
に
て
調
製
す
る
。
調
製
後
在
籍
庁
に
送
付
し
、
在
籍
庁
に
お
い
て

遺
族
関
係
欄
を
記
入
す
る
。

八

そ
の
他

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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【
一
九
〇
】
旧
陸
軍
関
係

靖
国
神
社
合
祀
事
務
協
力
要
綱

（
第
二
案
）

〔
昭
和
31
年
２
月
〕）

旧
陸
軍

関

係

靖
国
神
社
合
祀
事
務
協
力
要
綱
（
第
二
案
）

第
一

方
針

一、復
員
事
務
関
係
諸
機
関
は
、
大
東
亜
戦

戦
没
者
の
靖
國
神
社
合
祀
が

今
後
概
ね
三
年
間
に
概
了
さ
れ
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
合
祀
事

務
処
理
に
協
力
す
る
。

二、復
員
事
務
関
係
諸
機
関
の
協
力
事
務
な
か
ん
ず
く
合
祀
者
の
選
考
は
適

正
確
実
を
旨
と
し
て
、
些
か
も
過
誤
の
な
い
こ
と
を
期
す
る
。

第
二

一
般
の
要
領

（
原
簿
の
整
備
）

三、都
道
府
縣
は
合
祀
予
定
者
選
考
の
た
め
、
所
管
内
在
籍
戦

者
の
身
上

に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
録
し
た
原
簿
を
設
定
整
備
す
る
。

（
合
祀
予
定
者
の
選
考
）

四、都
道
府
縣
は
原
簿
に
よ
り
毎
年
一
定
数
の
合
祀
予
定
者
を
選
考
し
そ
の

必
要
事
項
を
祭
神
名
票
に
記
載
し
て
こ
れ
を
引
揚
援
護
局
経
由
靖
国
神

社
に
送
附
す
る
。

（
合
祀
及
び
そ
の
通
知
）

五、神
社
は
送
附
さ
れ
た
祭
神
名
票
に
も
と
づ
い
て
合
祀
者
を
決
定
し
、
春

秋
二
季
に
合
祀
祭
典
を
執
行
す
る
。

神
社
は
合
祀
の
都
度
合
祀
者
名
簿
を
都
道
附
縣
に
送
附
し
又
合
祀
通

知

を
都
道
府
縣
経
由
遺
族
に
発
送
す
る
。

第
三

昭
和
三
十
一
年
度
の
都
道
府
縣
の
事
務

（
事
務
の
大
要
）

六、都
道
府
縣
は
合
祀
予
定
者
の
選
考
に
必
要
な
原
簿
の
整
備
を
概
ね
年
度

前
半
（
四
〜
九
月
）
に
概
了
す
る
。

右
原
簿
の
整
備
の
了
否
に
関
わ
ら
ず
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
三

十
一
年
秋
季
合
祀
予
定
者
を
選
考
し
て
そ
の
祭
神
名
票
を
六
月
末
ま
で

に
引
揚
援
護
局
に
送
附
す
る
。

次
い
で
前
述
原
簿
の
整
備
に
伴
い
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
三
十

二
年
春
季
合
祀
予
定
者
を
選
考
し
十
一
月
末
ま
で
に
引
揚
援
護
局
に
送

附
す
る
。

（
原
簿
内
容
に
つ
い
て
の
要
件
）

七、都
道
府
縣
が
設
定
整
備
す
る
原
簿
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
祭
神
名
票
の
内

容
各
項
目
（
少
く
も
そ
の
大
部
）
の
記
載
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
す

る
。こ

れ
を
更
に
具
体
的
に
言
え
ば
少
く
と
も
次
の
よ
う
な
要
件
を
備
え

た
内
容
と
す
る
。

1．
記
載
事
項

イ
、
最
少
限
左
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
こ
と
。

戦
没
者
の
氏
名
、
階
級
、
本
籍
、
生
年
月
日
、
死
亡
時
所
属
部
隊
、

傷
病
名
及
び
傷
病
地
、
死
亡
地
及
び
そ
の
事
由
、
死
亡
年
月
日
、

靖
国
神
社
合
祀
の
済
否

ロ
、
で
き
れ
ば
遺
族
の
氏
名
、
現
住
所
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
こ
と
。

2．
精
度

記
載
事
項
な
か
ん
ず
く
前
号
イ
の
主
要
事
項
に
つ
い
て
は
確
実
な

審
査
（
例
え
ば
援
護
法
、
恩
給
法
進
達
時
に
添
付
し
た
こ
と
に
よ
つ

て
受
け
た
中
央
の
審
査
）
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
つ
て
過
誤
の
な
い

こ
と
が
確
信
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
原
簿
の
設
定
）

八、靖
国
神
社
合
祀
事
務
の
た
め
の
原
簿
設
定
に
方
つ
て
は
七
の
「
原
簿
内

容
に
つ
い
て
の
要
件
」
の
充
足
を
主
眼
と
し
、
且
つ
こ
の
際
こ
の
原
簿

が
援
護
法
、
恩
給
法
等
事
務
の
原
簿
と
綜
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
最

も
有
利
で
あ
る
点
に
留
意
す
る
。

即
ち
具
体
的
に
は
都
道
府
縣
は
夫
々
の
実
情
に
応
じ
左
の
い
ず
れ
か

を
採
択
し
て
そ
の
原
簿
と
す
る
。

1．
戦
没
者
調
査

⎩ ⎨ ⎧
但
し
、
援
護
法
、
恩
給
法
進
達
時
に
添
付
し
な
か

つ
た
も
の
に
在
つ
て
は
、
こ
れ
を
他
の
確
実
な
資

料
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

⎭ ⎬ ⎫

で
き
れ
ば
遺
族
に
関
す
る
事
項
を
補
備
記
入
又
は
受
給
者
調
、
遺
族

票
等
を
貼
付
け
る
。

2．
戦
没
者
原
票
⎩⎨⎧
援
護
法
、
恩
給
法
の
裁
定
諸
元
そ
の
他
を
転
載
し

て
調
製
し
た
綜
合
的
な
原
票
で
あ
る
。

⎭⎬⎫

3．
前
各
号
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
そ
の
記
載
事
項
及
び
そ
の
精
度
が
七
の

「
内
容
に
つ
い
て
の
要
件
」
を
充
足
し
得
る
も
の
。

（
戦
没
者
調
査
票
の
整
備
）

九、引
揚
援
護
局
は
、
援
護
法
等
関
係
進
達
事
務
の
た
め
都
道
府
県
か
ら
提

出
さ
れ
た
戦
没
者
調
査
票
で
あ
つ
て
将
来
も
引
続
き
こ
れ
を
援
護
局
に

留
置
し
て
お
く
必
要
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
複

製
を
行
つ
た
上
そ
の
原
本
を
九
月
末
ま
で
に
都
道
府
県
に
返
却
す
る
。

都
道
府
県
は
亡
失
し
た
戦
没
者
調
査
票
を
再
製
し
又
は
末
調
製
の
も

の
を
調
製
す
る
。

都
道
府
県
は
そ
の
保
有
す
る
戦
没
者
調
査
票
の
う
ち
、
援
護
法
、
恩

給
法
関
係
の
進
達
事
務
に
関
係
の
な
か
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も

本
人
が
神
社
合
祀
に
関
係
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
戦
没
者
調

査
票
の
記
載
事
項
及
び
そ
の
精
度
を
再
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ

が
た
め
昭
和

年
前
の
死
亡
公
報
発
行
者
に
つ
い
て
は
す
べ
て
こ
れ
を

引
揚

護
局
（
未
帰
還
調
査
部
）
に
送
付
し
て
そ
の
調
査
確
認
を
得
る

も
の
と
す
る
。

（
合
祀
済
の
旨
の
登
記
又
は
そ
の
点
検
）

十、満
洲
事
変
直
后
よ
り
昭
和
三
十
年
十
月
ま
で
に
合
祀
が
済
ん
だ
も
の
に

つ
い
て
は
そ
の
祭
神
名
票
を
神
社
又
は
引
揚
援
護
局
か
ら
、
四
月
以
降

八
月
ま
で
の
間
に
逐
次
に
都
道
府
県
へ
送
付
す
る
。（
送
付
す
る
総
数

は
約
八
十
五
万
と
予
想
す
る
。）

都
道
府
県
は
右
祭
神
名
票
に
よ
り
原
簿
の
記
事
を
補
備
し
又
は
こ
れ

を
点
検
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
右
作
業
実
施
の
間
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
年
（
四
月
、
十

月
）
合
祀
の
者
の
祭
神
名
票
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
事
欄
中
、
傷
病
名

及
び
傷
病
地
の
欄
を
都
道
府
県
の
原
簿
に
よ
り
補
備
記
入
す
る
も
の
と

す
る
。

全
作
業
が
終
了
し
た
な
ら
ば
、
祭
神
名
票
は
こ
れ
を
一
括
整
理
の
上

靖
国
神
社
へ
送
付
す
る
。

（
合
祀
者
た
る
資
格
基
準
等
）

十一、靖
国
神
社
合
祀
者
た
る
資
格
基
準
は
三
十
一
年
度
秋
季
の
合
祀
予
定

者
に
限
り
左
の
と
お
り
と
す
る
。

1．
合
祀
者
の
死
亡
時
期
の
範
囲

昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
降
同
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

外
地
に
お
い
て
死
亡
し
た
者

2．
合
祀
資
格

軍
人
、
軍
属
で
あ
つ
て
、
援
護
法
又
は
公
務
扶
助
料
の
裁
定
が
終

つ
て
い
る
者
（
但
し
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
第
四
条
第
二

項
及
び
同
附
則
第
20
項
該
当
者
を
除
く
）

な
お
、
三
十
二
春
季
以
降
の
合
祀
者
た
る
資
格
基
準
に
つ
い
て
は

概
ね
従
前
の
例
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
追
て

定
め
る
も
の
と
し
又
そ
の
年
間
合
祀
予
定
者
数
に
つ
い
て
も
そ
の
都

度
予
め
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
合
祀
予
定
者
の
選
考
）

十二、道
府
県
は
原
簿
に
つ
い
て
、
前
述
の
合
祀
基
準
に
合
致
す
る
合
祀
予

定
者
を
選
考
し
、
こ
れ
が
必
要
事
項
を
祭
神
名
票
に
記
入
し
て
引
揚
援

護
局
に
送
付
す
る
。

こ
の
際
合
祀
予
定
者
と
し
て
報

し
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
原

簿
に
標
示
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
祭
神
名
票
の
送
付
要
領
）
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十三、合
祀
予
定
者
を
記
載
し
た
祭
神
名
票
を
引
揚
援
護
局
に
送
付
す
る
要

領
は
左
に
よ
る
。

1．
名
票
は
概
ね
市
区
町
村
別
の
五
十
音
順
に
排
列
し
て
適
宜
の
数
毎
に

ま
と
め
て
く
ゝ
る
こ
と
。

2．
名
票
に
は
連
名
簿
三
部
を
添
付
す
る
こ
と
。

そ
の
連
名
簿
の
記
載
順
序
は
名
票
の
排
列
順
に
よ
る
も
の
と
し
、

郡
市
別
の
区
分
を
明
ら
か
に
し
た
上
各
人
の
町
村
名
と
氏
名
と
を
記

入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
し
い
合
祀
者
の
原
簿
登
録
）

十四、三
十
二
年
春
以
降
の
合
祀
済
者
に
つ
い
て
は
靖
国
神
社
か
ら
そ
の
都

度
送
付
す
る
合
祀
者
名
簿
に
よ
り
こ
れ
を
原
簿
に
投
入
整
理
す
る
も
の

と
す
る
。

（
合
祀
通
知
状
の
取
扱
）

十五、合
祀
通
知
状
を
遺
族
へ
送
達
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
靖
国
神
社
の
依

頼
に
対
し
て
は
都
道
府
県
は
特
に
支
障
の
な
い
限
り
こ
れ
に
応
ず
る
も

の
と
す
る
。

そ
の
事
務
の
内
容
は
封
書
に
宛
名
を
記
入
す
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
遺

族
へ
送
達
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
遺
族
へ
の
送
達
に
つ
い
て
は
一
括
市

町
村
経
由
で
行
う
等
便
宜
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
も
著
意
す
る
も
の

と
す
る
。

第
四

そ
の
他

十六、そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係
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【191】（参考）靖国神社合祀事務協力要綱及びこれに基く三十一年度都道府県事務要領についての説明（昭

和31年４月５日）
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【192】靖国神社合祀事務に対する協力について（昭和31年4月19日援発第三〇二五号厚生省引揚援護局長発都

道府県宛）

【193】靖国神社合祀事務協力要綱（昭和31年４月19日援発第三〇二五号別冊第一）
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【194】昭和三十一年度における旧陸軍関係靖国神社合祀事務に協力するための都道府県事務要領（昭和31

年４月19日援発第三〇二五号別冊第二）
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【195】靖国神社合祀事務協力についての引揚援護局長通牒に関する説明資料送付について（昭和31年４月

19日一次（復）第一六号厚生省引揚援護局次長発都道府県民生（同相当）部、復員連絡局、同支部宛）
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【
一
九
六
】
靖
国
神
社
合
祀
済
否
の
確
認
作
業
に
つ
い
て

昭

和
31
年
４
月
27
日
業
務
二
第
一
〇
〇
七
号
の
一
〇
八
厚
生
省
引

揚
援
護
局
業
務
第
二
課
長
発
各
地
方
復
員
部
長
宛
）

業
務
二
第
一
〇
〇
七
号
の
一
〇
八

昭
和
三
十
一
年
四
月
二
十
七
日

厚
生
省
引
揚
援
護
局
業
務
第
二
課
長

各
地
方
復
員
部
長
殿

靖
国
神
社
合
祀
濟
否
の
確
認
作
業
に
つ
い
て

本
年
二
月
二
十
五
日
付
二
次
第
三
一
号
を
も
つ
て
通
知
し
た
「
旧
海
軍

関
係
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に
つ
い
て
」
の
第
四
項
に
か
か
る
首
題
の
件
に

関
し
左
記
了
知
あ
り
た
い
。

記

一

合
祀
者
名
簿
に
よ
る
確
認
作
業

終
戦
後
の
合
祀
者
に
つ
い
て
は
、
合
祀
者
名
簿
に
よ
つ
て
確
認
す
る

よ
う
指
示
し
て
あ
り
、
既
に
各
地
復
と
も
業
務
を
取
進
め
て
お
ら
れ
る

こ
と
と
思
う
が
、
今
回
横
復
で
定
め
た
方
法
は
適
当
と
考
え
ら
れ
る
の

で
こ
の
方
法
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
る
よ
う
そ
の
要
領
を
お
知
ら
せ
す
る

か
ら
、
貴
復
作
業
と
錯
誤
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
な
る
べ
く
こ
の
要
領

に
よ
ら
れ
た
く
、
な
お
こ
の
場
合
各
地
復
管
内
世
話
課
に
つ
い
て
の
み
、

こ
の
要
領
に
よ
る
も
の
と
し
、
他
復
管
下
関
係
の
も
の
は
相
互
連
絡
の

こ
と
と
さ
れ
た
い
。

㈠

地
復
は
、
靖
国
神
社
よ
り
送
付
の
合
祀
者
名
簿
を
管
内
都
道
府
県

に
送
付
す
る
。

㈡

都
道
府
県
は
、
右
の
名
簿
を
手
続
資
料
と
照
合
し
て
合
祀
者
名
簿

の
欄
外
下
方
に
在
籍
別
（
横
、
呉
、
佐
、
舞
）
を
表
示
し
、
名
簿
記

載
事
項
に
誤
記
又
は
不
符
合
の
点
が
あ
る
と
き
は
、
誤
記
又
は
不
符

合
事
項
を
付
せ
ん
（
又
は
別
紙
に
誤
記
等
の
事
項
を
記
載
し
名
簿
は

訂
正
し
な
い
こ
と
）
し
て
名
簿
を
地
復
に
返
送
す
る
。

㈢

地
復
は
、
返
送
さ
れ
た
名
簿
に
よ
つ
て
誤
記
、
不
符
合
事
項
を
調

査
整
備
す
る
と
と
も
に
在
籍
者
に
対
す
る
死
没
者
調
査
票
及
び
履
歴

原
表
を
整
備
し
て
未
合
祀
者
の
合
祀
手
続
を
行
う
。

二

祭
神
名
票
に
よ
る
確
認
作
業

㈠

祭
神
名
票
は
近
日
靖
国
神
社
よ
り
左
の
区
分
に
従
つ
て
各
地
方
復

員
部
宛
直
送
さ
れ
る
。

イ

在
籍
庁
の
明
ら
か
な
も
の
は
当
該
地
方
復
員
部
宛
送
付
す
る
。

ロ

在
籍
庁
の
不
明
な
も
の
は
、
本
籍
地
に
よ
つ
て
区
分
の
う
え
、

所
管
の
地
方
復
員
部
宛
送
付
し
、
そ
の
区
分
の
困
難
な
も
の
は
引

揚
援
護
局
業
務
第
二
課
が
こ
れ
を
受
領
す
る
。

ハ

艦
船
勤
務
の
軍
属
の
場
合
は
、
そ
の
艦
船
の
所
属
に
よ
つ
て
区

分
の
う
え
、
当
該
地
方
復
員
部
宛
送
付
す
る
。

㈡

作
業
を
簡
単
確
実
に
す
る
た
め
祭
神
名
票
も
前
項
（
名
簿
）
と
同

各
世
話
課
に
送
付
の
う
え
調
査
せ
し
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え

る
。

㈢

祭
神
名
票
は
絶
対
に
紛
失
等
の
こ
と
が
な
い
よ
う
充
分
注
意
さ
れ

た
い
。

写
送
付
先

靖
国
神
社
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【197】靖国神社合祀事務処理に関連する希望質疑事項について（昭和31年６月１日）
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【198】別紙第一 祭神名票調製上の注意事項（〔昭和31年６月１日〕）

【199】別紙第二 (様式）（〔昭和31年６月１日〕）

211

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係



【200】靖国神社合祀事務処理に関する希望質疑事項に対する回答送付について（昭和31年６月４日復員第四〇八号厚生省

引揚援護局復員課長発各都道府県世話（社会、援護、厚生援護、厚生世話）課（部）長、未帰還調査部長宛）

【201】陸軍関係祭神名票（昭和三十年四月、十月合祀済の分）の送付について（昭和31年６月19日復員第四二八号〔厚生

省〕引揚援護局復員課長発各都道府県世話（社会、援護、厚生援護、厚生世話）課（部）長、未帰還調査部宛）
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【202】別紙 〔昭和三十年四月、十月合祀済の分、内訳表〕（〔昭和31年６月19日〕）

【203】靖国神社合祀事務のための戦没者調査票の整備について（昭和31年７月11日復員第四七九号厚生省引

揚援護局復員課長発各都道府県世話（社会、援護、厚生援護、厚生世話）課（部）長宛）

213

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係



【204】昭和三十一年秋季靖国神社合祀予定者の祭神名票処理現況について（昭和31年７月21日復員第五三一

号厚生省引揚援護局復員課長発各都道府県世話（社会、援護、厚生援護、厚生世話）課（部）長宛）
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【205】靖国神社合祀予定者祭神名票処理現況（昭和31年７月18日現在）

【206】不備削除名票内容別区分表（昭和31年７月18日現在）
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【207】昭和三十二年度における旧陸軍関係靖国神社合祀事務に協力するための都道府県事務要領（昭和32

年２月14日援発第三〇〇八号厚生省引揚援護局長発各都道府県、復員連絡局、同支部宛）
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【208】昭和三十二年秋季合祀予定者の追加等の事務の細部について（昭和32年４月26日復員第二六三号厚生

省引揚援護局復員課長発都道府県主務課長宛）

【209】別紙 戦没者中靖国神社未合祀者の状況（昭和32年４月24日現在調）
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【
二
一
〇
】
合
祀
に
関
す
る
第
一
回
打
合
会
経
過
の
件
報
告

昭
和
32
年
６
月
４
日
）

昭
和
32
年
６
月
３
日
起
案

６
月
４
日
決
裁

合
祀
に
関
す
る
第
一
回
打
合
會
経
過
の
件
報
告

首
題
の
件
別
紙
議
事
録
に
依
り
報
告
致
し
ま
す

◯注
議
事
録
印
刷

二
十
部

配
布
先

宮
司
、
權
宮
司
、
鈴
木
、
木
曽
、
阿
部
、
水
気
三
課
長
各
一
部

奉
賛
会
六
部

【
二
一
一
】
合
祀
事
務
に
関
す
る
厚
生
省
引
揚
援
護
局
関
係

者
と
の
第
一
回
連
絡
会
議
録

昭
和
32
年
６
月
４
日
）

合
祀
事
務
に
関
す
る
厚
生
省
引
揚
援
護
局
関
係

と
の
第

一

連
絡
会
議
録

一
期

日

昭
和
三
二
、
六
、
三
日

午
前
十
時

一
場

所

社
務
所
書
院
の
間

一
出
席

援
護
局
側

（
陸
軍
）
一
復

板
垣
復
員
課
長

三
浦
事
務
官

浜
田
事
務
官

（
海
軍
）
二
復

村
岡
業
務
第
二
課
長

阿
部
事
務
官

大
塚
事
務
官

奉
賛
会
側

岩
重
事
務
総
長

名
雪
、
小
脇
、
中
村
、
今
村
の
各
課
長

神

社

側

池
田
權
宮
司

鈴
木
調
査
部
長

木
曽
次
長

阿
部
第
一
課
長

議

事

録

一

池
田
權
宮
司
よ
り
挨
拶
並
に
来
年
秋
迄
に
大
方
の
合
祀
終
了
希
望
を

述
ぶ
。

二

奉
賛
会
岩
重
事
務
総
長
よ
り
挨
拶
並
に
募
金
の
経
過
説
明
。

三

別
紙
に
依
り
こ
れ
ま
で
の
合
祀
基
準
等
及
び
陸
海
軍
未
合
祀
数
調
査

表
の
説
明
並
に
確
認
質
問
。

（
木
曽
次
長
）

１
、
海
軍
側
応
答
（
阿
部
事
務
官
）

右
十
四
万
の
数
は
概
ね
正
し
い
と
思
ふ
。

２
、
陸
軍
側
応
答
（
板
垣
課
長
）

イ
未
報
告
の
県
を
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
見
込
み
約
三
万
を
加
へ

れ
ば
よ
い
。

ロ
従
来
の
合
祀
基
準
該
当
数
は
概
ね
三
十
六
万
で
よ
い
と
思
ふ
。

ハ
従
来
の
合
祀
基
準
外
の
数
は
八
万
は
多
過
ぎ
る
と
思
は
れ
る

即
ち
内
地
三
万
沖
縄
二
万
で
約
五
万
で
あ
る
。

ニ
本
表
の
⑵
に
つ
い
て
は

外
地
（
戦
地
）
に
て
死
亡
し
た

で
遺
族
が
な
い
と
思
は
れ

る

約
三
万
（
未
請
求
）

今
後
公
報
が
発
令
さ
れ
る
も
の
約
二
万

右
合
計
五
万
と
な
る
。
従
っ
て
本
表
の
四
万
七
千
の
数
と
大

差
は
な
い
。

ホ
今
後
の
資
料
（
名
票
）
提
出
の
見
通
し
に
つ
い
て

○
昭
和
三
十
二
年
秋
合
祀
予
定
（
名
票
送
付
）
は
二
十
七
、

八
万
と
す
る

外
地
（
戦
地
）
に
於
て
戦
死
、
戦
病
死
し

た

。

○
昭
和
三
十
三
年
四
月
に
は
約
七
、
八
万
位
。

○
昭
和
三
十
三
年
十
月
に
は
約
二
、
三
万
位
（
主
と
し
て
準

軍
属
で
戦
闘
参
加

）。

○
内
地
の
在
郷
死
（
基
準
に
よ
る
三
年
以
内
の
件
）
は
三
十

三
年
頃
に
は
提
出
出
来
る
と
思
ふ
が
尚
期
間
が
あ
る
か
ら

更
に
研
究
し
た
い
。

○
現
在
未
帰
還

が
約
三
万
五
千
位
有
る
が
そ
れ
ら
の

の

個
人
審
査
が
必
要
で
あ
る
為
相
当
の
日
数
を
要
す
る
の
で

は
な
い
か
。

四

海
軍
側
応
答
（
阿
部
事
務
官
）

１
、
確
認
作
業
を
各
地
復
で
行
っ
て
居
る
が
未
だ
完
了
し
て
ゐ
な
い

の
で
正
確
な
数
字
を
出
す
段
階
に
至
っ
て
ゐ
な
い
が
統
計
表
に

依
る
数
で
は
旧
基
準
に
該
当
す
る
も
の
は
約
十
二
万
五
千
で
あ

る
。

２
、
今
秋
及
び
来
春
の
名
票
提
出
数
は
四
万
宛
と
す
る
も
實
状
は
三

万
五
千
し
か
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
る
。

五

ノ
モ
ン
ハ
ン
関
係
に
つ
い
て
相
当
数
未
合
祀
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

又
そ
の
資
料
提
出
の
時
期
は
ど
う
か
。

（
鈴
木
部
長
）

１
、
三
浦
事
務
官
応
答

今
度
の
中
に
約
八
千
含
め
て
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
調

査
し
な
け
れ
ば
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
即
ち

に
合
祀
済
が
か
な

り
出
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
る
。

六

鈴
木
部
長
よ
り
援
護
法
の

略
に
つ
い
て
説
明
を
求
む
。

陸
軍
側
三
浦
事
務
官
応
答

１
、
内
地
の
平
病
死

２
、
四
条
二
項
で

公
務
で
は
な
い
が
自
己
の
重
大
な
る
過
失
で
な
い

犯
は
二

十
八
年
か
ら
責
任
自
殺
は
三
十
年
か
ら
年
金
を
支
給
さ
れ
て
ゐ

る
が
現
在
合
祀
の
対
象
外
で
あ
る
。

七

朝
鮮
、
台
湾
人
で
未
合
祀
の
資
料
は
あ
る
か
。

（
鈴
木
部
長
）

陸
軍
側
応
答
（
板
垣
課
長
）

１
、
朝
、
台
人
の
戦
死

の
資
料
は
陸
軍
関
係
に
は
有
る
が
遺
族
が

不
明
で
あ
り
戦
死
状
況
詳
細
な
る
資
料
は
な
い
。
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２
、
海
軍
も
陸
軍
と
同
様
で
あ
る
。

八

神
社
、
奉
賛
会
と
し
て
今
後
の
未
合
祀
数
を
一
般
に
説
明
す
る
場
合

約
七
十
万
で
可
な
り
や
。

約
七
十
万
に
て
可
な
り
。

板
垣
課
長

村
岡
課
長

九

奉
賛
会
側
質
問

合
祀
完
了
奉
告
祭
の
件
如
何

池
田
權
宮
司
応
答

１
、
神
社
は
創
立
九
十
年
に
相
当
す
る
昭
和
三
十
四
年
に
致
し
度
き

希
望
。

十

神
社
の
事
務
能
力
で
は
一
期
二
十
五
万
が
最
大
で
あ
る
。
従
っ
て
本

年
秋
季
予
定
と
し
て
提
出
さ
れ
る
陸
軍
二
十
八
万
、
海
軍
四
万
の
中

陸
軍
は
二
十
一
万
を
合
祀
し
残
余
は
次
に
廻
し
た
い
と
思
ふ
。（
木
曽

次
長
）（
板
垣
課
長
）

各
県
世
話
課
は
名
票
を
提
出
し
た
だ
け
全
部
合
祀
に
な
る
と
思
っ
て

居
り
遺
族
等
に
も
話
し
し
て
ゐ
る
場
面
が
あ
り
具
合
が
悪
い
と
思
ふ
。

神
社
で
後
廻
し
に
し
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
も
神
社
も
御
迷
惑
に

な
る
か
ら
約
八
万
の
提
出
時
期
を
予
定
よ
り
遅
ら
せ
て
、
し
か
も
こ

れ
は
次
期
に
な
る
の
だ
と
云
ふ
事
を
各
県
に
通
牒
す
る
こ
と
と
す
る
。

十
一

学
徒
動
員
等
準
軍
属
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
も
の
は
将
来
軍
属

の
身
分
を
附
す
る
手
續
き
が
行
は
れ
る
こ
と
と
な
る
か
。（
木
曽
次

長
）（
板
垣
課
長
）

陸
軍
軍
属
（
無
給
）
の
身
分
と
な
る
。

十
二

本
会
を
こ
れ
か
ら
も
出
来
る
だ
け
度
々
行
ひ
度
い
。
そ
の
時
は
神

社
で
行
い
度
い
。（
鈴
木
部
長
）

正
午
第
一

連
絡
会
議
を
終
り
中
食
後
散
会
す
。

【
二
一
二
】
別
紙

靖
国
神
社
合
祀
に
関
す
る
資
料
並
び
に

基
準
の
概
要

〔
昭
和
32
年
６
月
４
日
〕）

別
紙

靖
國
神
社
合
祀
に
関
す
る
資
料
並
び
に
基
準
の

要

一
、
資
料
に
つ
い
て

1．
終
戦
前

各
部
隊
長
か
ら
の
申
告
さ
れ
た
資
料
に
基
き
陸
海
軍
省
に
於
て
審
査

し
上
奏
御
裁
可
に
よ
っ
て
合
祀
を
決
定
。

2．
終
戦
後
昭
和
三
十
一
年
四
月
合
祀
ま
で

各
縣
地
方
世
話
部
長
よ
り
〔
町
村
長
が
作
製
し
た
も
の
〕
単
票
を
以

て
進
達
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
機
構
改
正
等
に
よ
り
其
の
後
世
話

課
長
か
ら
連
名
簿
〔
公
報
発
令
原
簿
に
よ
る
も
の
〕
を
以
て
進
達
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

3．
昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀
よ
り

各
縣
世
話
課
〔
海
軍
は
地
方
復
員
部
〕
の
所
有
す
る
原
簿
に
既
合
祀

の
登
載
を
行
ひ
未
合
祀
名
票
を
作
製
し
一
定
の
枚
数
を
援
護
局
を
経

由
し
て
神
社
に
進
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
、
基
準
に
つ
い
て

1．
終
戦
前

陸
海
軍
省
に
於
て
一
定
の
基
準
を
定
め
て
い
た
。

2．
終
戦
後

右
基
準
を
踏
襲
す
る
こ
と
ゝ
し
そ
の
基
準
中
左
の
事
項
に
該
当
す
る

者
を
先
ず
対
象
と
し
て
取
扱
て
い
る
。

身
分
が
軍
人
軍
属
で
あ
っ
て
左
に
該
当
す
る
者
。

㈠
戦
地
及
び
事
変
地
に
於
け
る
戦
死
戦
傷
死
及
び
戦
病
死
者
。

㈡
内
地
歿
者

⑴

敵
の
攻
撃
に
よ
り
死
歿
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
戦
死
、
戦

傷
死
者
。

⑵

発
病
〔
受
傷
〕
が
戦
地
若
し
く
は
事
変
地
の
勤
務
に
基
因
し

発
病
〔
受
傷
〕
後
三
年
以
内
の
死
歿
者
。

3．
左
の
事
項
等
に
つ
い
て
は
別
に
国
家
的
審
議
機
関
が
設
け
ら
れ
個
々

に
つ
い
て
審
議
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。

⑴

外
地
発
病
で
三
年
以
上
経
過
の
在
郷
死
者

⑵

内
地
部
隊
で
の
病
死
者

⑶

終
戦
時
自
決
し
た
軍
人
軍
属

⑷

戦
犯
処
刑
者

⑸

演
習
訓

中
の
事
故
死
者

⑹

其
の
他

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係
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【
二
一
三
】
別
紙
（〔
昭
和
32
年
６
月
４
日
〕）

別
紙

陸
軍

505.556
海

軍
145.000

⎫⎬⎭
650.556

内
訳

陸
軍

⑴
従
来
の
合
祀
基
準
該
当

367.164

イ
16.12.

7以
前
（
戦

地
）

〃
（

外
地
罹
病

内
地 ）

7.263 ⎫⎬⎭
3.636

10.899

ロ
自
16.12.

8
至
20.

9.
2
（
戦

地
）

〃
（

外
地
罹
病

内
地 ）

292.238 ⎫⎬⎭
22.320

314.558

ハ
20.

9.
3以
後
（
戦

地
）

〃
（

外
地
罹
病

内
地 ）

23.600 ⎫⎬⎭
18.107

41.707

⑵（
公
扶
等
未
済
定
・
未
請
求
又
は
却
下
で
詮

議
の
対
象
に
考
へ
ら
れ
る
も
の

）
47.666

⑶
従
来
の
基
準
外
（
但
し
学
徒
動
員
等
を
含
む
）

80.726
イ

軍
人

軍
属

55.738
ロ

準
軍

属
34.988

海
軍

145.000

神
社
に
て
保
有
の
資
料

2.748

註
陸
軍
は
、
北
海
道
（
渡
島
支
庁
）、
京
都
、
徳
島
、
高
知
、

大
分
が
報
告
未
着
の
た
め
、
そ
の
数
は
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
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【
二
一
六
】
別
紙
第
一

合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料

昭
和
32

年
10
月
２
日
）

合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料

靖
国
神
社
調
査
部

昭
和
三
十
二
年
十
月
二
日

目

次

一
、
従
前
の
合
祀
者
資
格
審
査
経
緯

⑴

（
昭
和
二
十
年
四
月
合
祀
迄
）

一
、
終
戦
後
の
合
祀
未
済
者
の
調
査
に
つ
い
て

⑵

（
昭
和
三
十
一
年
四
月
合
祀
迄
）

一
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀
以
降
の
資
料
調
査
に
つ
い
て

⑶

（
昭
和
三
十
三
年
四
月
合
祀
予
定
迄
）

一
、
資
料
の
残
数
に
つ
い
て

⑷

一
、
終
戦
後
既
に
範
囲
が
拡
大
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て

⑸

一
、
今
後
詮
議
を
要
す
る
も
の

⑹

一
、
援
護
法
上
よ
り
見
た
る
審
査
を
要
す
る
事
項

⑺

一
、
関
係
援
護
法
抜
萃

⑻

【
二
一
七
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
一

従
前
ノ
合
祀
者

ノ
資
格
審
査
経
緯

昭
和
32
年
10
月
２
日
靖
国
神
社
調
査
部
）

（
昭
和
二
十
年
十
月
）

一、今
秋
大
祭
挙
行
ニ
関
ス
ル
件
（
終
戦
に
よ
り
臨
時
大
祭
は
取
止
め
と
な

つ
た
）

現
戦
局
下
従
前
ノ
如
ク
臨
時
大
祭
ヲ
挙
行
セ
ラ
ル
ヽ
ヤ
否
ヤ
ニ
関
シ
テ

ハ
戦
局
ノ
推
移
ニ
依
ル
モ
概
ネ
現
在
ノ
程
度
ニ
於
テ
ハ
英
霊
合
祀
ノ
意

義
ニ
鑑
ミ
挙
行
方
奏
請
シ
得
ル
如
ク
諸
般
ノ
準
備
ヲ
進
メ
其
ノ
決
定
ハ

八
月
中
旬
ト
予
定
ス

〇
従
前
ノ
合
祀
者
ノ
資
格
審
査
経
緯

1．
昭
和
十
九
年
秋
迄

別
紙
第
一
ノ
靖
国
神
社
合
祀
資
格
内
規
（
以
下
内
規
ト
略
称
ス
）
及

別
紙
第
二
審
査
上
留
意
ス
ベ
キ
事
項
ニ
ヨ
リ
銓
衝
セ
リ
即
チ
本
内
規

ハ
日
清
日
露
戦
役
当
時
ノ
合
祀
範
囲
ニ
鑑
ミ
此
ノ
範
囲
ヲ
拡
大
セ
ザ

ル
如
ク
踏
襲
セ
ル
満
洲
事
変
ノ
分
ヲ
更
ニ
支
那
事
変
ニ
及
ボ
シ
次
テ

大
東
亜
戦
争
ニ
於
テ
ハ
従
前
ノ
分
ト
均
衡
ヲ
失
セ
ザ
ル
如
ク
又
今
次

戦
争
ノ
性
格
ヲ
考
慮
シ
、
海
軍
側
ト
協
議
従
前
不
文
律
事
項
ヲ
成
文

ト
シ
作
成
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
審
査
標
準
中
勤
務
期
間
ハ
支
那
事
変
後
、

合
祀
人
員
大
ナ
ル
ニ
鑑
ミ
差
当
リ
事
変
勤
務
ニ
関
係
深
キ
死
歿
者
ヲ

可
及
的
速
ニ
手
続
ス
ル
方
針
ノ
下
ニ
内
定
セ
ラ
レ
タ
ル
一
ノ
梯
尺
ニ

シ
テ
此
ノ
尺
度
以
下
ノ
者
ハ
支
那
事
変
終
了
一
括
再
審
査
ス
ル
方
針

ニ
テ
保
留
セ
ラ
レ
ア
リ
タ
ル
ヲ
昭
和
十
九
年
秋
以
降
逐
次
処
理
ス

2．
昭
和
二
十
年
春

イ
、
大
東
亜
戦
争
ニ
於
ケ
ル
死
歿
者
ハ
前
号
ニ
同
ジ

ロ
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
以
前
ノ
死
歿
者
ハ
別
紙
第
三
ノ
如
ク

過
去
ノ
戦
役
事
変
ニ
於
テ
死
歿
シ
合
祀
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ト
ノ
均

衡
上
其
ノ
死
因
、
症
状
等
ニ
関
シ
神
格
ヲ
損
ハ
ザ
ル
限
リ
左
記

該
当
ノ
モ
ノ
ハ
合
祀
ス

イ
事
変
地
ニ
勤
務
シ
事
変
地
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

ロ
事
変
地
ニ
於
テ
勤
務
中
受
傷
罹
病
シ
内
地
ニ
還
送
後
モ
終
始
軍

療
養
機
関
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

ハ
支
那
事
変
関
係
ノ
船
員
タ
ル
軍
属
ニ
シ
テ
四
ケ
月
以
上
勤
務
シ

前
各
号
ニ
該
当
ス
ル
者

靖
国
神
社
合
祀
資
格
審
査
内
規
案
（
要
約
）

昭
和
十
八
年
七
月
十
五
日
調
製

昭
和
十
九
年
七
月
十
八
日
修
正

陸

軍

省

一
、
軍
人
軍
属
等
ニ
シ
テ
満
洲
事
変
ニ
関
シ
昭
和
六
年
九
月
十
八

日
ヨ
リ
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
迄
ノ
間
、
支
那
事
変
ニ
関
シ

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
ヨ
リ
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
迄
ノ
間

ニ
於
テ
死
歿
シ
タ
ル
者
及
大
東
亜
戦
争
ノ
為
昭
和
十
六
年
十
二

月
八
日
ヨ
リ
死
歿
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
左
記
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ

之
ヲ
合
祀
ス

方

1．
戦
死
又
ハ
戦
傷
ノ
為
死
歿
シ
タ
ル
者

2．
戦
地
、
事
変
地
ニ
於
テ
特
定
流
行
病
（
マ
ラ
リ
ア
、
猖
紅
熱

痘
瘡
、
コ
レ
ラ
、
発
疹
チ
フ
ス
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス

ペ
ス
ト
、
回
帰
熱
、
赤
痢
、
流
行
性
脳
脊
髄
膜
炎
、
ト
リ
パ

ノ
ゾ
ー
ム
病
、
ワ
イ
ル
氏
病
、
カ
ラ
ア
ザ
ー
ル
、
黄
熱
、
流

行
性
出
血
熱
、
デ
ン
グ
熱
ヲ
謂
フ
）
ニ
罹
リ
又
ハ
自
己
ノ
重

大
ナ
ル
過
失
ニ
因
ラ
ズ
シ
テ
傷
痍
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ

之
ガ
為
死
歿
シ
タ
ル
者

3．
戦
地
事
変
地
以
外
ノ
地
ニ
於
テ
戦
役
、
事
変
ニ
関
ス
ル
公
務

ノ
為
傷
痍
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
又
ハ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル

災
厄
ニ
因
リ
死
歿
シ
タ
ル
者

4．
戦
地
、
事
変
地
等
ニ
於
テ
自
殺
シ
タ
ル
者
等
ニ
シ
テ
其
ノ
情

状
合
祀
ヲ
至
当
ト
認
ム
ベ
キ
者

針

二
、
本
内
規
ハ
作
戦
ノ
推
移
其
ノ
他
ニ
依
リ
多
少
改
変
ス
ル
コ
ト
ア

リ
此
ノ
場
合
ニ
ア
リ
テ
モ
合
祀
範
囲
ヲ
拡
大
セ
ザ
ル
如
ク
又
既

合
祀
者
ト
ノ
均
衡
ヲ
失
セ
ザ
ル
如
ク
特
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

三
、
差
当
リ
審
査
上
準
拠
ス
ベ
キ
標
準
左
ノ
如
シ
此
ノ
標
準
ニ
達

セ
ザ
ル
者
ハ
一
応
保
留
シ
後
日
更
ニ
精
細
ナ
ル
標
準
ヲ
定
メ
詮

議
ス

審
査
区
分

合

祀

標

準

留
意
ス
ベ
キ
事
項

死傷戦死戦

人 軍属 軍

特
別
ノ
者
以
外
ハ
悉
ク
合
祀

軍
事
行
動
ニ
参
加
シ
タ
ル
期

間
及
其
ノ
本
質
等
ニ
ツ
キ
査

定
シ
有
宣
誓
、
陸
密
軍
属
、

無
宣
誓
軍
属
ノ
順
位
ニ
ヨ
リ

厳
選
ノ
度
ヲ
加
フ

一
、
生
死
不
明
者
、
戦
死
確

認
者
、
戦
死
ト
ア
ル
モ
戦

闘
ノ
特
質
上
死
歿
ノ
確
度

ニ
疑
義
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ

慎
重
ヲ
期
ス
ル
為
保
留
ス

（
ノ
モ
ン
ハ
ン
、
上
陸
戦

闘
、
航
空
自
爆
、
船
歿
ニ

多
シ
）

二
、
受
傷
後
三
年
以
上
経
過

ノ
モ
ノ
ハ
一
応
保
留
ス
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病行流定特

人 軍属 軍

一
、
戦
（
事
変
）
地
ニ
於
テ

死
歿
セ
ル
モ
ノ

二
、
戦
（
事
変
）
地
ニ
於
テ

勤
務
中
受
傷
罹
病
シ
内
地

還
送
後
モ
終
始
軍
療
養
機

関
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

一
、
戦
地
五
ケ
月
以
上
（
事

変
地
八
ケ
月
但
シ
関
特
演

従
事
者
ハ
四
ケ
月
）

二
、
海
上
ハ
四
ケ
月
以
上

軍
属
船
員
ハ
六
ケ
月
以
上
）

一
、
死
因
症
状
等
ニ
関
シ
神

格
ヲ
損
フ
者
ハ
除
ク

二
、
教
化
隊
ニ
収
容
中
ノ
者

ハ
合
祀
セ
ズ

三
、
発
病
後
三
年
以
上
経
過

ノ
モ
ノ
ハ
一
応
保
留

死慮不及病疾ノ外以病行流定特

人 軍属 軍

特
定
流
行
病
欄
ニ
同
ジ

特
定
流
行
欄
ニ
同
ジ

一
、
性
病
及
之
ニ
基
因
ス
ル

精
神
病
ハ
保
留
ス

二
、
任
務
遂
行
上
過
失
ナ
シ

ト
認
メ
ラ
ル
ル
不
慮
死
ハ
特

定
流
行
病
以
上
ニ
重
視
ス

三
、
教
化
隊
ニ
収
容
中
ノ
モ

ノ
ハ
合
祀
セ
ズ

四
、
発
病
後
三
年
以
上
経
過

ノ
モ
ノ
ハ
一
応
保
留
ス

殺 自

人 軍属 軍

自
巳
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
又
ハ

破
廉
恥
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
成

ル
ベ
ク
合
祀
ス

但
シ
其
ノ
情
状
合
祀
ヲ
至
当

ト
認
ム
ル
モ
ノ

軍
人
ニ
準
ス

但
シ
所
定
ノ
勤
務
期
間
（
流

行
病
ノ
分
ニ
同
ジ
）
及
勤
務

状
況
ヲ
観
察
シ
厳
選
ヲ
要
ス

一
、
帰
投
後
ノ
責
任
自
殺
ハ

保
留
ス

二
、
情
状
酌
量
ハ
慎
重
ニ
行

フ

考備

一
、
名
票
ノ
配
載
上
標
準
ノ
判
定
不
可
能
ノ
モ
ノ
ア
リ
之
等
ハ
一

応
後
日
詮
議
ト
シ
テ
保
留
ス

一
、
陸
軍
通
訳
ハ
傭
人
ト
ハ
全
ク
立
場
ヲ
変
ヘ
一
般
ニ
重
視
シ
ア
リ

二
、
馬
丁
ハ
一
般
ニ
重
視
シ
ア
ル
モ
関
東
軍
司
令
部
ノ
分
ハ
認
メ

ア
ラ
ズ

三
、
宣
撫
班
員
ハ
戦
死
セ
ル
場
合
ハ
之
ヲ
認
ム
ル
モ
其
ノ
他
ハ
一

般
ニ
之
ヲ
認
メ
ズ
、
一
般
ニ
陸
密
軍
属
多
シ

四
、
現
地
雇
傭
ノ
病
院
看
護
婦
ノ
殉
職
セ
ル
者
ハ
個
々
ニ
厳
選
セ
リ

五
、
救
護
看
護
婦
、
救
護
医
院
（
共
ニ
赤
十
字
社
派
遣
）
等
ニ
シ

テ
病
院
船
ニ
テ
戦
地
｜
内
地
間
往
復
途
中
患
者
ヨ
リ
感
染
死
亡

セ
ル
者
ノ
中
、
勤
務
期
間
長
期
ノ
モ
ノ
ハ
合
祀
ス

一

六
、
従
軍
記
者
ノ
部
隊
作
戦
行
動
随
伴
中
ノ
戦
死
ハ
大
体
認
ム
、

但
シ
単
独
行
動
中
ニ
地
雷
ニ
触
レ
タ
ル
ガ
如
キ
死
歿
又
ハ
病
死

ハ
認
メ
ズ
。
又
各
新
聞
社
ノ
連
絡
員
ハ
之
ヲ
認
メ
ズ
。

七
、
支
那
事
変
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
夫
ハ
、
昭
和
十
八
年
春
迄
保

留
セ
ル
モ
大
東
亜
戦
争
ニ
於
ケ
ル
戦
死
、
戦
傷
死
者
ハ
保
留
セ
ズ

八
、
病
院
船
ニ
テ
往
復
セ
ル
者
ハ
其
航
海
状
況
ヲ
具
体
的
ニ
調
査

シ
海
上
勤
務
ノ
軍
属
ニ
準
ズ

九
、
新
聞
社
連
絡
員
ハ
特
ニ
功
労
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
者
ニ
対
シ

個
々
厳
選
ス

一
〇
、
鉄
道
関
係
ノ
軍
属
中
ニ
ハ
本
省
ト
鉄
道
省
ト
協
定
ノ
上
派

遣
シ
タ
ル
軍
属
（
第
一
）
現
地
軍
ニ
於
テ
雇
傭
シ
タ
ル
軍
属

（
第
二
）
華
中
鉄
道
其
ノ
他
之
ニ
類
ス
ル
鉄
道
等
ニ
勤
務
シ
、

陸
密
軍
属
ト
セ
ル
者
（
第
三
）
等
ア
リ

左
記
諸
項
ヲ
願
慮
シ
第
一
、
第
二
、
第
三
、
ノ
順
ニ
厳
選
シ

ア
リ

般

1．
作
戦
輸
送
間
ノ
事
故
死
亡
、
作
戦
輸
送
及
作
戦
線
ノ
建
設
中

ノ
事
故
死
亡
作
戦
線
ノ
保
線
、
保
安
ノ
為
ノ
事
故
作
戦
線
破

壊
目
的
ヲ
以
テ
攻
撃
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
事
故

2．
作
戦
協
力
目
的
達
成
ノ
為
ニ
止
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
犯
シ
タ
ル
非

衛
生
ノ
為
生
ジ
タ
ル
病
死

一
一
、
野
戦
郵
便
関
係
者
モ
右
ニ
準
ズ

一
二
、
軍
属
タ
ル
船
舶
関
係
者
ノ
戦
死
及
作
戦
間
ノ
事
故
ハ
合
祀

ス
ル
モ
単
ナ
ル
輸
送
中
ノ
事
故
ハ
一
応
不
合
祀
ト
シ
テ
保
留

シ
ア
リ

一
三
、
支
那
事
変
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
属
タ
ル
船
員
ノ
単
ナ
ル
輸

送
中
事
故
ハ
保
留
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
大
東
亜
戦
争
ニ
於
テ
ハ
保

留
セ
ズ
勤
務
期
間
等
ヲ
考
慮
シ
詮
議
ス

【
二
一
八
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
二

終
戦
後
の
合

祀
未
済
者
調
査
に
つ
い
て

昭
和
32
年
10
月
２
日
）

終
戦
後
の
合
祀
未
済
者
調
査
に
つ
い
て

別
紙
通
牒
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
〔
※
１
〕

資
料
に
基
き
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
合
祀

迄
の
合
祀
手
続
き
が
行
は
れ
た
。

〔
※
１
〕

本
資
料
に
は
（
別
紙
１
）
一
復
第
七
六
号

靖
国
神
社
合
祀
未

済
ノ
者
申
告
ニ
関
ス
ル
件
通
牒
（
昭
和
20
年
12
月
13
日
）
と
（
別

紙
２
）
一
復
第
七
六
号

靖
国
神
社
合
祀
未
済
ノ
者
申
告
ニ
関
ス

ル
件
依
頼
（
昭
和
20
年
12
月
13
日
）
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
本
資

料
集
の
該
当
資
料
を
参
照
の
こ
と
。

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係
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【
二
一
九
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
三

昭
和
三
十
一

年
十
月
合
祀
以
降
の
資
料
に
つ
い
て

昭
和
32
年
10
月
２
日
）

昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀
以
降
の
資
料
に
つ
い
て

一
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
十
九
日
附
援
発
第
三
〇
二
五
号
厚
生
省
引
揚
援

護
局
長
名
に
よ
り
各
都
道
府
県
宛
通
知
せ
る
「
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に

対
す
る
協
力
に
つ
い
て
」
に
よ
り
逐
次
提
出
さ
れ
た
資
料
に
基
い
て
ゐ

る
そ
の
範
囲
は

1．
昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀

（
陸
）

一
〇
八
、
五
二
〇

（
海
）

四
、
二
八
一

軍
人
、
軍
属
で
昭
和
二
十
年
九
月
三
日
よ
り
同
二
十
六
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
外
地
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
で
、
援
護
法
又
は
公

務
扶
助
料
の
裁
定
が
終
つ
て
い
る
者
。

（
但
し
援
護
法
第
四
条
第
二
項
及
び
同
附
則
第
20
項
該
当
者
を
除

く
）

2．
昭
和
三
十
二
年
四
月
合
祀

（
陸
）

二
〇
五
、
〇
一
八

（
海
）

二
〇
、
四
二
二

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
よ
り
同
二
十
年
九
月
二
日
ま
で
の
間
に
、

戦
地
（
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
戦
地
を
い
ふ
）
に

お
い
て
死
亡
し
た
者
（
以
下
1．
に
同
じ
）

3．
昭
和
三
十
二
年
十
月
合
祀

（
陸
）

二
三
〇
、
〇
〇
〇

（
海
）

三
三
、
〇
〇
〇

2．
の
外
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
以
前
に
お
い
て
戦
地
で
死
亡
し
た

も
の
を
加
ふ
。

4．
昭
和
三
十
三
年
四
月

（
陸
）

一
〇
七
、
〇
〇
〇

1．
2．
3．
の
残
数
（
全
部
）

【
二
二
〇
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
四

陸
資
料
の
残

数
に
つ
い
て

昭
和
32
年
10
月
２
日
）

陸
資
料
の
残
数
に
つ
い
て

（
其
の
一
）

死
亡
期
間

死
亡
場
所
及
死
亡
区

昭
16.12.7
以
前
自
16.12.8
至
20.9.2

昭
20.9.3
以
後

計

未
裁
定
、
未
請
求

5,422
30,232

7,830
43,484

地外地）

４
條
２
項
裁
定
済

2,041
362

2,403

小
計

5,422
32,273

8,192
45,887

（
外
）
罹
病

3,636
22,320

18,107
44,063

軍人軍属

内地

４
條
２
項
裁
定
済

375
176

551

小
計

3,636
22,695

18,2 8 3
44,614

外
地

131
59

190
責任自殺

内
地

31
24

55

小
計

162
83

245

弔
裁

18,382
2,030

20,412

未
裁

7,152
1,812

8,964
準軍属

⎩
―
⎧参

義
勇
徴
用
原
爆

⎭
―
⎫

未
請

求

小
計

25,534
3,842

29,376

9,058
80,664

30,400
120,122

合
計

資
料
の
残
数
に
つ
い
て

（
其
の
二
）

死
亡
期
間

死
亡
場
所
及
死
亡
区

昭
16.12.7
以
前
自
16.12.8
至
20.9.2

昭
20.9.3
以
後

計

地
(
外
地
)
却
下
裁
定
済

482
2,847

853
4,182

内
地

罹
病

1,188
7,663

2,899
11,750

４
條
２
項

在
隊
(院
)死

255
76

331

軍人軍属

裁
定
済

在
郷
死

120
100

220
内地

特
弔
裁
定
済

36
11,165

3,052
14,253

却
下
裁
定
済

1,520
2,672

4,598
8,790

未
裁
定
、
未
請
求

3,644
8,701

7,159
19,504

小
計

6,388
30,576

17,884
54,848

645
645

法
務
死

弔
裁

済
2,609

2,609
準軍属

特還
未
裁
定
、
未
請
求

3,003
3,003

小
計

5,612
5,612

6,870
33,423

24,994
65,287

合
計
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【
二
二
一
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
五

終
戦
前
の
基

準
が
既
に
範
囲
拡
大
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て

昭
和

32
年
10
月
２
日
）

終
戦
前
の
基
準
が
既
に
範
囲
拡
大
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て

一
、
戦
地
（
事
変
地
）
病
死
者

脳
溢
血
、
心
臓
痳
痺
、
狭
心
症
、
胃
潰
瘍
、
胃
癌
等
に
依
る
病
死
は
、

終
戦
前
に
於
て
は
戦
役
勤
務
に
基
因
せ
ず
と
し
て
、
合
祀
の
取
扱
ひ
は

さ
れ
て
ゐ
な
い
と
思
は
れ
る
。
し
か
る
に
終
戦
後
の
資
料
は
不
充
分
で

あ
つ
て
単
に
死
歿
区
分
（
戦
病
死
）
の
み
記
載
し
て
ゐ
る
た
め
、
既
に

合
祀
さ
れ
た
も
の
多
数
あ
り
と
思
考
さ
れ
、
従
つ
て
自
然
の
結
果
と
し

て
拡
大
さ
れ
て
居
る
も
の
と
し
て
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
附
決

裁
に
よ
り
、
合
祀
詮
議
の
標
準
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
援
護
法
第
四
条
第
二
項
該
当
）

二
、
軍

属

本
件
に
つ
い
て
は
死
歿
の
事
由
、
勤
務
期
間
、
病
因
等
軍
人
の
取
扱
ひ

よ
り
遙
か
に
厳
選
区
分
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
終
戦
後
の
資
料

は
前
項
と
同
様
資
料
不
充
分
の
ま
ゝ
合
祀
の
取
扱
ひ
を
了
し
て
ゐ
る
の

で
あ
つ
て
自
然
範
囲
拡
大
せ
る
結
果
と
な
つ
て
ゐ
る
。

（
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
五
日
決
裁
）

三
、
台
湾
の
戦
地
扱
の
時
期

昭
和
二
十
年
四
月
一
日
以
降
、
戦
地
扱
ひ
と
す
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
十

一
年
十
一
月
二
十
日
附
第
一
復
員
局
よ
り
各
地
方
世
話
部
宛
通
牒
、
戦

地
適
用
暦
日
中
台
湾
は
前
記
年
月
日
を
記
し
て
あ
る
。
従
つ
て
そ
の
通

牒
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
は
こ
の
暦
日
を
採
用
し
て
ゐ
る
も
の
と
解

し
た
の
で
あ
る
。

（
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
五
日
附
決
裁
）

陸
密
第
一
九
六
七
号
（
昭
20．

4．

21

附
）
戦
地
指
定

【
二
二
二
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
六

今
後
詮
議
を

要
す
る
も
の

昭
和
32
年
10
月
２
日
）

今
後
詮
議
を
要
す
る
も
の

一
、
戦
地
（
外
地
）
受
傷
罹
病
帰
還
後
死
亡
せ
る
も
の
で
三
年
を
経
過
し

た
も
の

従
来
戦
役
（
事
変
）
に
基
因
し
た
る
病
状
で
死
歿
し
た
も
の
で
、
終

始
軍
の
療
養
機
関
に
在
つ
て
死
歿
し
た
も
の
は
、
三
年
経
過
す
る
も

合
祀
の
詮
議
を
し
て
ゐ
る
が
、
在
郷
死
せ
る
も
の
或
は
年
限
の
問
題

等
、
す
こ
ぶ
る
困
難
な
る
諸
点
あ
り
、
個
々
に
つ
い
て
詮
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
内
地
罹
病
、
内
地
死
歿
者

三
、
内
地
部
隊
で
の
演
習
訓
練
中
の
事
故
死

1．
集
中
飛
行
事
故
墜
落

合

祀

2．
単
な
る
演
習
又
は
訓
練
中
の
事
故
死

未
合
祀

落
馬
、
空
中
事
故
（
殉
職
）
自
動
車
事
故
等

3．
特
攻
兵
器
訓
練
中
殉
職
（
人
間
魚
雷
等
）

保
留
し
あ
り

四
、
徴
用
又
は
学
徒
動
員
令
に
よ
り
軍
管
理
工
場
等
で
、
敵
の
攻
撃
に
よ

り
戦
死
戦
傷
死
せ
る
も
の

保
留
し
あ
り

五
、
台
湾
、
朝
鮮
人

保
留
し
あ
り

1．
軍
人
、
軍
属
で
戦
死
戦
傷
死
せ
る
も
の
は
合
祀
の
例
あ
り

2．
軍
夫
は
大
体
に
於
て
作
戦
行
動
に
随
伴
し
、
戦
死
戦
傷
死
せ
る
も
の

は
認
め
た
る
例
あ
る
も
、
そ
の
他
の
場
合
の
死
歿
は
詮
議
し
あ
ら
ず
。

六
、
帰
投
後
責
任
自
殺
者

保
留
し
あ
り

七
、
在
満
、
在
支
共
に
給
仕
、
小
使
、
雑
役
夫
、
タ
イ
ピ
ス
ト
。
不
合
祀

八
、
在
満
補
給
諸

関
係
の
軍
属
病
死
は
一
般
に
不
合
祀

九
、
戦
犯
関
係

資
格
審
査
上
留
意
ス
ベ
キ
事
項

昭
和
十
九
年
七
月
十
八
日
修
正

陸

軍

省

省

略

従
来
ニ
於
ケ
ル
特
種
死
歿
者
ノ
合
祀
、
不
合
祀
、
後
日
詮
議
ノ
事
例
左
ノ

如
シ

（
参
考
）

合
否

死
亡
事
由
ノ
大
要

死

歿

発
病
地

合
祀

事
変
当
初
作
戦
集
中
飛
行
中
墜
落

内

地

〃

飛
行
演
習
中
墜
落

満

洲

後
詮

〃

朝

鮮

〃

飛
行
機
ノ
空
中
輸
送
中
不
時
着

〃

〃

輸
送
途
中
大
阪
ニ
於
テ
伝
令
ニ
服
務
中
不
慮
死

内

地

〃

事
変
地
ニ
輸
送
途
中
病
死

〃

〃

〃

朝

鮮

〃

〃

満

洲

〃

〃

支

那

〃

弾
薬
輸
送
中
陸
揚
ノ
際
爆
死

朝

鮮

否

二
、
二
六
事
件
ノ
不
慮
死

内

地

合
祀

大
阪
兵
站
司
令
部
衛
兵
ト
シ
テ
立
哨
中
線
路
上

ノ
障
碍
ヲ
取
除
カ
ン
ト
シ
テ
轢
死

〃

項 事 査 審

否

自
動
二
輪
車
運
転
演
習
中
不
慮
死

〃

後
詮

神
経
衰
弱
ニ
基
ク
自
殺

満

洲

〃

〃

支

那

〃

口
論
格
闘
中
不
慮
死

〃

否

酒
興
ノ
同
僚
ノ
為
刺
傷
ヲ
受
ク

関
東
州

後
詮

精
神
ニ
異
状
ヲ
呈
シ
脱
営
土
民
ニ
殺
害
サ
ル

支

那

〃

防
空
下
令
下
ニ
於
ケ
ル
勤
務
ニ
依
ル
不
慮
死

内

地

否

罹
病
後
三
年
以
上
経
過

〃

〃

補
充
隊
ニ
於
ケ
ル
教
育
訓
練
ニ
於
テ

病
死

（
日
射
病
）

〃

合
祀

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
以
前
ノ
死
歿
者

満

洲

保
留

昭
和
六
年
九
月
十
五
日
匪
賊
ノ
兇
弾
ニ
斃
ル

〃

合
祀

昭
和
十
二
年
八
月
九
日
死
亡

支

那
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【
二
二
三
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
七

援
護
法
上
よ

り
見
た
る
審
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て

昭
和
32
年
10
月

２
日
）援

護
法
上
よ
り
見
た
る
審
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て

⑴
軍
人
、
軍
属

イ
戦

地
（
外
地
死
歿
）

一、却
下
裁
定
済

1．
遺
族
関
係

2．
其

他

一、四
条
二
項
裁
定
済

一、未
裁
定

一、未
請
求

ロ
内
地
死
歿

一、公
務
裁
定
済

戦
地
発
病
、
内
地
死
歿

1．
三
年
以
内
死
歿

2．
三
年
以
上
死
歿

3．
在
郷
死

三
年
以
内

⎭⎬⎫

三
年
以
上

内
地
死
歿

1．
帰
還
後
発
病

2．
内
地
発
病
、
在
隊
（
院
）
死

3．
〃

在
郷
死

一、四
条
二
項
裁
定
済

1．
帰
還
後
発
病

2．
内
地
発
病

3．
特
別
弔
慰
金
裁
定
済

4．
却
下
裁
定
済

5．
未
裁
定

6．
未
請
求

一、法
務
死

一、責
任
自
殺

1．
外

地

2．
内

地

⑵
準

軍

属

1．
戦
闘
参
加
者

2．
義

勇

隊

3．
徴

用

4．
原

爆

5．
特
別
未
帰
還
者

（
一
般
邦
人
）

【
二
二
四
】〔
合
祀
資
格
審
査
参
考
資
料
〕
八

〔
関
係
援
護

法
抜
粋
〕

昭
和
32
年
10
月
２
日
）

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
改
正
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）第

四
条
第
二
項

旧
恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
第
一
条
に
規
定
す
る
軍
人
又
は
準
軍

人
が
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
戦
地
に
お
け
る
在
職
期
間
内
に

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
故
意
又
は
重
大

な
過
失
に
よ
つ
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
な
い
と
き
は
、
第
二
十
三
条
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
旧
恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
の
施

行
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
恩
給
法
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
を
受
け
る

権
利
に
つ
い
て
の
裁
定
（
改
正
前
の
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
扶
助
料
を
給
す
る
裁
定
を
除
く
。）

に
係
る
旧
恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
第
一
条
に
規
定
す
る
軍
人
又

は
準
軍
人
の
負
傷
又
は
疾
病
に
つ
い
て
は
、
援
護
審
査
会
に
お
い
て

故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
つ
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
議
決
し
た
場
合
に
限
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
に
お
け
る
在
職
期
間
内
に
、
公
務
上
負

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
昭
和
十
六
年
十
二
月

八
日
以
後
に
お
い
て
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た

者
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
前
に
死
亡
し
た
こ
と
が
、
昭
和
二
十

年
九
月
二
日
以
後
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
）
の
遺
族
に
は
、

弔
慰
の
た
め
、
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。

附
則
第
二
十
項

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
十
一
条
に
掲
げ
る
裁
判
に
よ
り
拘
禁
さ
れ

た
者
（
以
下
「
被
拘
禁
者
」
と
い
う
。）
が
、
当
該
拘
禁
中
に
死
亡

し
た
場
合
（
被
拘
禁
者
が
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
在
職
期
間
内
に
公
務

上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
拘
禁
中
に
死

亡
し
た
場
合
を
除
く
。）
で
、
か
つ
、
厚
生
大
臣
が
当
該
死
亡
を
公

務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
死
亡
と
同
視
す
る
こ
と
を
相
当
と
認

め
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
を
支
給
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
（
第
三
十
四
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
を
い
う
）
に
関
す
る
規
定
を
準
用

す
る
。

戦
傷
病
者
戦
歿
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
令

（
改
正
昭
和
三
十
年
政
令
第

二
百
十
二
号
）

第
一
条
第
一
項

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
変
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
事

変
地
で
あ
つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の
通
り
と
す
る
。

事

変

地

の

区

域

期

間

一

中
国
（
満
洲
、
台
湾
並
び

に
英
国
租
借
地
で
あ
る
九
龍

半
島
及
び
香
港
を
除
く
。）

及
び
そ
の
沿
海

昭
和
十
二
年

七
月

七
日
か
ら

昭
和
十
六
年
十
二
月

七
日
ま
で

二

雄
基
洞
、
灰
岩
洞
、
新
阿

山
洞
及
び
上
角
山
を
連
ね
る

線
以
東
の
朝
鮮
及
び
満
洲

昭
和
十
三
年

七
月

十
二
日
か
ら

昭
和
十
三
年

八
月

十
四
日
ま
で

三

満
洲
の
青
龍
、
承
徳
、

平
、
豊
寧
及
び
興
隆
の
各
県

昭
和
十
三
年

六
月

八
日
か
ら

昭
和
十
三
年

八
月
三
十
一
日
ま
で

四

満
洲
の
新
巴
爾
虎
右
翼
旗

及
び
新
巴
爾
虎
左
翼
旗
の
う

ち
克
魯
倫
河
、
達
頼
湖
北
端

及
び
シ
リ
ン
ブ
ル
デ
湖
を
連

ね
る
線
以
南
の
地
域
並
び
に

海
拉
爾

昭
和
十
四
年

五
月

十
三
日
か
ら

昭
和
十
四
年

八
月
三
十
一
日
ま
で

五

満
洲
の
陳
巴
爾
虎
旗
、
索

倫
旗
及
び
新
巴
爾
虎
左
翼
旗

の
う
ち
海
拉
爾
河
以
南
の
地

域
、
新
巴
爾
虎
右
翼
旗
並
び

に
喜

嗄
爾
旗

昭
和
十
四
年

九
月

一
日
か
ら

昭
和
十
四
年

九
月

十
六
日
ま
で

六

も
と
の
佛
領
印
度
支
那
及

び
そ
の
沿
海

昭
和
十
五
年

九
月
二
十
三
日
か
ら

昭
和
十
六
年
十
二
月

七
日
ま
で

第
二
条
第
一
項

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
戦
地
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
が
戦
地

で
あ
つ
た
期
間
は
、
次
の
表
の
通
り
と
す
る
。

戦

地

の

区

域

期

間

一

南
鳥
島
、
も
と
の
日
本
の
委

任
統
治
領
で
あ
つ
た
南
洋
諸

島
及
び
新
南
群
島

二

中
国
（
英
国
租
借
地
で
あ
る

九
龍
半
島
及
び
香
港
を
含
み
、

満
洲
及
び
台
湾
を
除
く
。）

三

も
と
の
佛
領
印
度
支
那

四

ビ

ル

マ

五

タ

イ

六

英
領
マ
レ
ー
半
島

七

も
と
の
蘭
領
東
印
度
諸
島

八

英
領
ボ
ル
ネ
オ

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら

九

ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
島

昭
和
二
十
年

九
月
一
日
ま
で

十

ビ
ス
マ
ル
ク
諸
島

十
一

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

十
二

フ
イ
リ
ピ
ン
諸
島

十
三

ハ

ワ

イ

諸

島

十
四

太
平
洋
上
及
び
印
度
洋
上
の

島
し﹅
よ﹅
（
第
十
九
号
、
第
二

十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
に

掲
げ
る
島
し﹅
よ﹅
を
除
く
。）

十
五

太

平

洋

十
六

印

度

洋

十
七

大

西

洋

十
八

千

島

列

島

昭
和
十
八
年
五
月
十
三
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

十
九

小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
列
島

昭
和
十
九
年
二
月

一
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十

印

度

昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十
一

南

西

諸

島

昭
和
十
九
年
十
月

十
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十
二

伊
豆
七
島
を
含
む
南
方
諸
島

（
小
笠
原
諸
島
、
硫
黄
列
島

及
び
南
鳥
島
を
除
く
。）

昭
和
二
十
年
四
月

一
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

二
十
三

樺
太
、
北
緯
三
十
八
度
以
北

の
朝
鮮
及
び
満
洲

昭
和
二
十
年
八
月

九
日
か
ら

昭
和
二
十
年
九
月

一
日
ま
で

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係

227



【
二
二
五
】
合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
会
（
第
二
回
）

昭
和

32
年
10
月
４
日
）

合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
會
（
第
二
回
）

日

時

昭
和
三
十
二
年
十
月
四
日

午
後
二
時

場

所

社
務
所
書
院
の
間

出
席
者

一
復

三
浦
事
務
官

二
復

阿
部
、
大
塚
事
務
官

神
社
側

池
田
権
宮
司

木
曽
主
典

阿
部
嘱
託

第
一
回
に
於
て
は
総
括
的
な
話
し
合
ひ
で
あ
つ
た
の
で
從
来
の
合
祀
基
準

の
範
囲
内
に
あ
る
者
の
合
祀
未
済
が
五
十
萬
も
あ
る
現
段
階
と
し
て
は
先

づ
事
務
的
打
合
せ
を
重
ね
て
そ
の
五
十
萬
の
内
容
に
つ
い
て
整
理
す
る
と

共
に
昭
和
三
十
三
年
春
合
祀
、
昭
和
三
十
三
年
秋
合
祀
の
資
料
が
提
出
さ

れ
た
後
に
於
て
は
、
如
何
な
る
ケ
ー
ス
が
残
り
そ
の
数
は
ど
う
か
を
把
握

す
べ
き
で
あ
る
。

右
の
結
果
得
た
る
残
数
の
内
容
に
つ
い
て
更
に
検
討
し
全
く
從
来
の
基
準

外
の
も
の
ゝ
資
料
の
整
理
を
行
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
合
祀
基
準
の

詮
議
の
段
階
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
し
て
今
回
（
第
二
回
）
よ
り
数
回
に
亘
つ
て
事
務

を
直
接
担
当
す
る
者
の
談
合
の
會
を
持
ち
度
い
と
云
ふ
の
が
主
意
で
あ
る
。

一、別
紙
第
一
（
神
社
側
で
合
祀
資
格
審
査
参
考
諸
資
料
の
要
綱
を
取
纒
め

た
も
の
）
に
つ
い
て
木
曽
主
典
説
明
す
。

こ
れ
に
基
い
て
談
合
の
結
果
を
纒
め
た
も
の
が
別
紙
第
二
で
あ
る
。

二、援
護
局
側
で
は
、
援
護
法
を
取
扱
つ
て
居
る
立
場
上
そ
の
観
点
か
ら
又

そ
の
用
語
分
類
方
法
を
以
つ
て
話
を
進
め
る
た
め
神
社
側
と
し
て
は
、

先
づ
援
護
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
先
づ
理
解
を
深
め
る
必
要
上
そ
の
方

面
に
対
す
る
質
問
が
主
と
な
つ
た
。

三、二
復
側
は
資
料
（
数
字
）
が
纒
つ
て
い
な
か
つ
た
た
め
次
回
に
於
て
研

究
す
る
こ
と
ゝ
し
た
。

【
二
二
六
】
合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
会
（
第
三
回
）

昭
和

32
年
11
月
６
日
）

合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
會
（
第
三

）

日

時

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
六
日

午
後
二
時

場

所

社
務
所
書
院
の
間

出

席

者

一

復

三

浦

事

務

官

二

復

阿

部

事

務

官

神
社
側

池

田

権

宮

司

木

曽

主

典

阿

部

嘱

託

オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て

奉
賛
会
岩
重
総
長
以
下
四
名

本
會
の
目
的
は
第
二

打
合
せ
の
結
果
に
つ
い
て
、
記

を
纏
め
た
も
の

を
更
に
進
ん
で
事
務
的
に
談
合
す
る
意
味
の
も
の
で
、
そ
の
主
旨
は
第
二

に
記
し
た
こ
と
ゝ
同
様
で
あ
る
。

但
し
奉
賛
会
側
で
是
非
傍

な
り
と
も
と
の
希
望
が
あ
っ
た
。

別
紙
一
（
第
二

打
合
会
記
録
別
紙
二
と
同
様
の
も
の
）
に
つ
い
て
、
木

曽
主
典
よ
り
説
明
し
、
こ
れ
に
基
い
て
、
一
復
、
二
復
側
の
実
状
説
明
あ

り
。
要
旨
及
び
談
合
記
録
別
紙
第
二
の
通
り
で
あ
る
。

【
二
二
七
】
別
紙
一

合
祀
基
準
研
究
会
記
録

〔
昭
和
32
年

11
月
６
日
〕）

合

祀

基

準

研

究

会

記

録

昭
和
三
十
二
年
十
月
四
日
午
後
二
時

於

社
務
所
書
院
の
間

出
席
者

一

復

三

浦

事

務

官

二

復

阿
部
、
大
塚
事
務
官

神

社

池
田
権
宮
司
、
木
曾
主
典

阿
部
嘱
託

一
、
従
来
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
合
祀
以
降
）
の
合
祀
範
囲
の
も
の

三
十
三
年
春

陸
軍

一
〇
萬

海
軍

三
萬

二
、
三
十
三
年
秋
合
祀
に
つ
い
て
は

陸

軍

十
萬

海

軍

三
萬
五
千

陸
軍
は

従
来
の
範
囲
で
あ
る
戦
地
死
歿
者
の
残
数
二
萬
の
外
、
左
の
も
の
が

合
祀
の
対
象
と
な
る
。

1．
戦
地
で
死
歿
し
た
が
援
護
法
は
却
下
裁
定
済
と
な
つ
て
ゐ
る
も

の
の
中
、
却
下
理
由
が
遺
族
関
係
に
あ
る
も
の

四
、一
〇
〇

2．
戦
地
死
歿
で
四
条
二
項
裁
定
済
の
も
の

二
、四
〇
〇

3．
戦
地
死
歿
で
公
扶
又
は
年
金
等
未
請
求
で
は
あ
る
が
、
右
第
一
、

第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
九
、〇
〇
〇

4．
公
務
裁
定
済
の
も
の
で
戦
地
で
発
病
し
、
帰
還
後
在
隊
死
亡
し

た
も
の
及
び
在
郷
死
亡
者
で
発
病
後
三
年
以
内
に
死
亡
し
た
も

の

四
四
、〇
〇
〇

5．
沖
縄
県
知
事
以
下
県
庁
職
員
（
総
理
庁
関
係
）

6．
戦
闘
参
加
の
準
軍
属

八
、二
〇
〇

7．
原
爆
其
他
敵
の
攻
撃
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の

一
〇
、三
〇
〇

学
徒
動
員

女
子
挺
身
隊
員

8．
徴

用

七
、八
〇
〇

前
項
の
原
因
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
で
、
国
民
勤
労
報
国
令

に
よ
り
徴
用
さ
れ
た
も
の

9．
特
攻
兵
器
訓
練
中
死
亡
者
（
公
務
死
）

海
軍
も
概
ね
陸
軍
に
準
ず
る
。
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三、爾
後
審
議
を
必
要
と
す
る
資
料
に
つ
い
て

こ
の
段
階
に
於
て
は
各
県
世
話
課
及
び
各
地
方
復
員
部
に
残
存
す
る
未

合
祀
資
料
の
全
部
の
提
出
を
求
め
、
個
々
に
つ
き
審
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
は
れ
る
。

例

註
（
内
地
と
は
朝
鮮
、
台
湾
、
関
東
州
を
含
む
）

1．
内
地
罹
病
内
地
死
歿
者
（
外
地
発
病
内
地
在
郷
死
で
三
年
経
過

者
）

2．
内
地
に
於
け
る
演
習
訓
練
中
死
亡
者

3．
責
任
自
殺
者
（
終
戦
前
後
）

4．
法
務
死
（
戦
犯
を
含
む
）

5．
沖
縄
、
南
洋
の
一
般
邦
人
戦
闘
協
力
者

6．
朝
鮮
、
台
湾
人

7．
義
勇
隊
員
（
戦
闘
参
加
者
以
外
の
も
の
）

身
分

地
域

援

護

法

研
究
結
果

一、却
下
裁
定
済

1．
遺
族
関
係
で
受
給
権
が
無
い

も
の
又
は
無
く
な
つ
た
も
の

2．
死
歿
事
由
に
よ
る
も
の

合

祀

個
人
審
議

二、四
条
二
項
裁

1．
戦
前
は
未
合
祀

軍

地 戦

定
済

2．
終
戦
後
は
資
料
不
充
分
の
た

適
用
の
時

め
詮
議
せ
ず
。
従
つ
て
合
祀

期
等
要
研

さ
れ
て
居
る
も
の
が
あ
る
。

究

死
因

脳
溢
血
、
心
臓
痳

痺
、
胃
潰
瘍
等

人

(地 外)

三、未

裁

定

1．
資
料
不
充
分
又
は
審
議
中
の

も
の

四、未

請

求

1．
遺
族
よ
り
請
求
が
出
な
い
も

の資
料
は
在
籍
庁
に
あ
る
。

個
人
審
議

軍

一、公
務
裁
定
済

戦
地
発
病

内
地
死
歿

1．
在

隊

死

2．
在

郷

死

概
ね
合
祀

個
人
審
議

(地 内)

二、内
地

発
病

死
歿

1．
戦
役
（
事
変
）
に
直
接
関
連

あ
る
も
の

2．
右
以
外
の
も
の

個
人
審
議

従
来
概
ね

合
祀
し
あ

ら
ず

属

地 外 内

一、法

務

死

1．
軍
法
会
議
死
刑
者
及
び
獄
内

病
死
者

2．
戦
犯
処
刑
者
及
び
病
死
者

不

合

祀

後
日
詮
議

一、責
任
自
殺
者

終
戦
直
前
後
の
も
の

個
人
審
議

一、戦
闘
参
加
者

1．
陸

密

軍

属

2．
無

給

軍

属

概
ね
合
祀

一、義

勇

隊

満
州
開
拓
団
は
陸
密
軍
属
と
し

て
戦
闘
参
加
者
に
入
つ
て
ゐ

る
。

従
つ
て
本
項
は
開
拓
団

以
前
の
義
勇
隊
員
で
あ
る
。

不

合

祀

地 外 内

一、徴

用

1．
軍
直
轄
工

場
2．
間
接
管
理

工
場

軍
属
の
身
分
を
付
与
さ
れ
て
ゐ

る
。
軍
属
の
身
分
を
付
与
す
る

こ
と
が
出
来
る
状
態
に
あ
る

（
現
在
は
徴
用
者
）

合

祀

肩
書
を
ど

う
す
る
か

一、原

爆

学
徒
動
員

令
に
よ
り

徴
用
さ
れ

た

学

徒

（
学
校
単

位
）

1．
直

接

工

場

軍
属
に
な
つ
て
ゐ
る

2．
間

接

工

場

徴
用
者
と
な
つ
て
ゐ
る

合

祀

肩
書
を
ど

う
す
る
か

属 軍 準

一、特
別
未
帰
還

者

終
戦
後
ソ
連
中
共
が
一
般
邦
人

を
強
制
労
役
に
使
用
し
た
者
の

中
、
死
亡
し
た
も
の
を
云
ふ

合

祀

肩
書
を
ど

う
す
る
か

他 其

一、そ
の
他
一
般

邦
人

こ
れ
か
ら
資
料
調
査
す
る
も
の

沖

縄

陸

軍

二
四
、〇
〇
〇

海

軍

五
、〇
〇
〇

後

詮

南

洋

海

軍

七
、〇
〇
〇

【
二
二
八
】
別
紙
第
二

〔
一
復
側
実
状
説
明
要
旨
〕

〔
昭
和

32
年
11
月
６
日
〕）

（
別
紙
第
二
）

一
復
側

第
二
項
中

第
５
号
に
つ
い
て
は
、
一
復
と
総
理
府
と
充
分
談
合
し
て
昭
和
三
十
三

年
十
月
合
祀
予
定
と
し
て
資
料
の
提
出
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

神
社
側
か
ら
の
連
絡
総
理
府
へ
出
向
し
な
く
て
も
よ
い
。

肩
書
は
固
有
の
肩
書
に
し
た
い
と
の
現
地
の
要
望
が
あ
る
。

沖
縄
波
上
宮
々
司
も
空
爆
に
て
死
亡
し
て
い
る
。
こ
れ
等
に
つ

い
て
の
資
料
は
総
理
府
で
持
つ
て
い
る
と
思
は
れ
る
が
こ
れ
に

つ
い
て
は
一
復
側
の
所
管
で
な
い
｜
｜
神
社
側
で
別
途
に
当
る

必
要
が
あ
る
。

第
６
号
に
つ
い
て

援
護
法
上
の

闘
参
加
者
の
範
囲
は
広
範
囲
で
あ
る
か
ら
法
上

の
数
字
で
あ
る
八
、
二
〇
〇
の
中
約
五
千
程
度
が
合
祀
範
囲
の

も
の
で
あ
る
。

第
７
号
に
つ
い
て

こ
の
数
字
の
も
の
は
、
國
家
総
動
員
法
の
一
環
と
し
て
主
と
し

て
広
島
縣
知
事
指
揮
命
令
下
に
あ
つ
て
疎
開
作
業
に
從
事
し
て

い
た
も
の
で
あ
つ
て
合
祀
基
準
内
に
殆
ん
ど
該
当
し
な
い
も
の

で
あ
る
。

こ
の
種
の
も
の
は
、
民
防
空
法
、
消
防
法
に
よ
り
出
動
し
て
死

亡
し
た
者
と
の
関
連
も
あ
っ
て
甚
だ
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

第
８
号
に
つ
い
て

七
、
八
〇
〇
の
内
約
四
、
〇
〇
〇
は
合
祀
基
準
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
該
当
者
の
内
容
は
学
徒
、
女
子
挺
身
隊
員
。

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係

229



230

【229】旧陸軍関係昭和三十三年春季靖国神社合祀予定者選考基準の「外地」の解釈について（昭和32年11

月21日復員第一一五八号厚生省引揚援護局復員課長発連絡局、同支部長、都道府県主務課長宛）



【
二
三
〇
】
別
紙
（
一
）

昭
和
三
十
三
年
秋
季
靖
国
神
社
合

祀
基
準
（
案
）

昭
和
33
年
４
月
８
日
）

別
紙
㈠昭

和
三
十
三
年
秋
季
靖
国
神
社
合
祀
基
準
（
案
）
昭
33．

4．

8

復

員

課

第
一
類
（
軍
人
軍
属
の
戦
地
、
事
変
地
又
は
外
地
に
お
い
て
公
務
に
よ
り

死
亡
し
〔
※
１
〕

た
者
）

分区

死
亡
の
時
期
及
び
場
所

身
分
及
び
死
亡
事
由

選
考
予
定
数

甲

昭
和
十
六
年
十
二
月
八

日
よ
り
同
二
十
年
九
月

二
日
ま
で
の
間
に
遺
族

援
護
法
第
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
戦
地
（
遺

族
援
護
法
施
行
令
第
二

条
の
表
の
区
域
期
間
。

但
し
そ
の
終
期
は
九
月

二
日
と
す
。
以
下
同

じ
。）
に
お
い
て
死
亡

し
た
者
。

上
記
の
基
準
に

該
当
す
る
者
で

従
来
の
合
祀
に

も
れ
た
者

約
一
万
柱

乙

遺
族
援
護
法
第
三
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
事
変
地
（
遺
族
援
護

法
施
行
令
第
一
条
第
一

項
の
表
の
区
域
及
び
期

間
。
以
下
同
じ
）
内
に

お
い
て
死
亡
し
た
者
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て

公
務
扶
助
料
遺
族
年

金
、
遺
族
援
護
法
第

三
十
四
条
第
一
項
の

弔
慰
金
の
裁
定
の
終

つ
た
者
。
但
し
遺
族

援
護
法
第
四
条
第
二

項
及
び
附
則
第
二
十

項
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
一
八
一
号
）

の
規
定
に
も
と
づ
く

遺
族
年
金
、
公
務
扶

助
料
又
は
弔
慰
金
の

裁
定
の
あ
つ
た
者
を

除
く
。

丙

昭
和
二
十
年
九
月
三
日

よ
り
同
二
十
六
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に

外
地
に
お
い
て
死
亡
し

た
者
。

第
二
類
（
軍
人
で
戦
地
に
お
い
て
り﹅
病
し
戦
地
又
は
外
地
に
お
い
て
死
亡

し
た
者
で
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み

な
さ
れ
た
者
）

甲

昭
和
十
六
年
十
二
月
八

日
よ
り
同
二
十
年
九
月

二
日
ま
で
の
間
に
戦
地

に
お
い
て
死
亡
し
た
者
。

軍
人
で
あ
つ
て
遺
族

援
護
法
第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
も
と
づ

き
遺
族
年
金
の
公
務

扶
助
料
又
は
弔
慰
金

の
裁
定
の
終
つ
た
者
。

上
記
の
基
準
に

該
当
す
る
者

約
二
千
五
百

柱

乙

昭
和
二
十
年
九
月
三
日

よ
り
同
二
十
六
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に

外
地
に
お
い
て
死
亡
し

た
者
。

第
三
類
（
軍
人
軍
属
で
戦
地
事
変
地
又
は
外
地
に
お
い
て
公
務
に
よ
り
受

傷
り
病
し
た
者
で
こ
れ
に
よ
り
上
記
以
外
の
地
域
で
死
亡
し
た

者
）

甲

昭
和
十
六
年
十
二
月
八

日
よ
り
同
二
十
年
九
月

二
日
ま
で
の
間
に
戦
地

以
外
の
地
域
で
死
亡
し

た
者
。

但
し
退
職
後
三
年
以
上

を
経
過
し
て
死
亡
し
た

者
を
除
く
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て

戦
地
事
変
地
又
は
外

地
に
お
い
て
受
傷
、

り
病
し
た
者
で
こ
れ

に
よ
り
公
務
扶
助
料

遺
族
年
金
、
遺
族
援

護
法
第
三
十
四
条
第

一
項
の
弔
慰
金
の
裁

定
の
終
つ
た
者
。
但

し
遺
族
援
護
法
第
四

条
第
二
項
該
当
者
を

含
み
、
附
則
第
二
十

項
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
一
八
一
号
）

該
当
者
を
除
く
。

上
記
の
基
準
に

該
当
す
る
者

約
四
万

千

柱

乙

昭
和
二
十
年
九
月
三
日

よ
り
同
二
十
六
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に

内
地
で
死
亡
し
た
者
。

但
し
退
職
後
三
年
以
上

を
経
過
し
て
死
亡
し
た

者
を
除
く
。

第
四
類
（
軍
人
軍
属
で
満
洲
（
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
）
で
公
務
に
よ
り
受

傷
り
病
し
た
者
）

甲

昭
和
十
六
年
十
二
月
八

日
よ
り
同
二
十
年
九
月

二
日
ま
で
の
間
に
死
亡

し
た
者
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て

満
洲
、
朝
鮮
、
台
湾
、

樺
太
で
受
傷
り
病
し

た
者
で
こ
れ
に
よ
り

上
記
の
基
準
に

該
当
す
る
者

一
千
柱

乙

昭
和
二
十
年
九
月
三
日

よ
り
同
二
十
六
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に

死
亡
し
た
者
。

公
務
扶
助
料
、
遺
族

年
金
、
遺
族
援
護
法

第
三
十
四
条
第
一
項

の
弔
慰
金
の
裁
定
の

終
つ
た
者
。

第
五
類
（
軍
人
軍
属
で
第
一
乃
至
第
四
類
に
属
し
な
い
が
合
祀
を
適
当
と

す
る
者
）

個
別
審
査

甲
、
軍
人
軍
属
で
そ
の
身
分
及
び
死
亡
状
況
は
第
一
乃
至
第
四
類
の
基

準
に
該
当
す
る
が
該
当
遺
族
が
な
い
た
め
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年

金
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
な
い

も
の
。

乙
、
軍
人
軍
属
で
内
地
（
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
）
に
お
い
て
戦
傷
を
う

け
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
又
は
受
傷
後
三
年
以
内
に
こ
れ
に
よ
り

死
亡
し
た
者
。

丙
、
軍
人
軍
属
で
附
則
第
二
十
項
に
該
当
す
る
者
。

第
六
類
（
軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
闘
に
参
加
し
当
該
戦
闘
に
基
く

傷
又

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
）

但
し
遺
族
援
護
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
あ
つ

た
者
以
外
は
個
別
に
審
査
す
る
。

〔
※
１
〕

外
地
責
任
自
殺
者
ヲ
含
ム
）

第三期 昭和二七（一九五二）年四月二八日から昭和四九（一九七四）年まで (二）合祀関係
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【
二
三
一
】
別
紙
㈡

靖
国
神
社
合
祀
に
つ
い
て
将
来
問
題

と
な
る
事
項

昭
和
33
年
４
月
８
日
）

靖
国
神
社
合
祀
に
つ
い
て
将
来
問
題
と
な
る
事
項

33．

４．

８

復

員

課

一

昭
和
三
十
四
年
春
季
以
降
に
合
祀
す
べ
き
者

１

軍
人
軍
属
で
将
来
死
亡
公
報
を
発
令
さ
れ
る
者

三
万
柱

２

軍
人
軍
属
で
一
部
資
料
不
明
の
た
め
調
査
中
の
者

二
万
五
千
柱

３

軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
闘
に
参
加
し
た
も
の
で
将
来
そ
の

事
実
が
確
認
さ
れ
る
者
（
主
と
し
て
沖
繩
一
部
満
洲
）

三
万
柱

二

将
来
合
祀
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
べ
き
者

１

軍
人
軍
属
内
地
の
公
務
死
亡
者
（
戦
死
戦
傷
死
者
を
除
く
）一

千
柱

２

軍
人
軍
属
内
地
の
服
務
関
連
死
亡
者

三
万
五
千
柱

３

国
家
総
動
員
法
に
基
く
徴
用
協
力
中
の
死
亡
者

一
万
柱

４

国
民
義
勇
隊
の
死
亡
者
（
主
と
し
て
広
島
に
お
け
る
原
爆

死
亡
者
）

一
万
五
千
柱

５

青
少
年
義
勇
隊
死
亡
者

二
千
柱

６

特
別
未
帰
還
者

五
千
柱

【
二
三
二
】
合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
会
（
第
四
回
）
昭
和

33
年
４
月
９
日
）

合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
會
（
第
四

）

日

時

昭
和
三
十
三
年
四
月
九
日
午
後
一
時
よ
り

場

所

靖
國
神
社
々
務
所
書
院
ノ
間

出

席

厚
生
省
引
揚
援
護
局
復
員
課
（
旧
陸
軍
）

三
浦
事
務
官

奥
森
事
務
官

同

業
務
第
二
課
（
旧
海
軍
）

阿
部
事
務
官

大
塚
事
務
官

神
社
側

池
田
権
宮
司

坂

本

禰

宜

鈴

木

禰

宜

木

曽

主

典

阿

部

嘱

託

傍
聴
（
奉
賛
会
）

岩
重
事
務
総
長

名

雲

課

長

小

脇

課

長

今

村

課

長

中

村

課

長

藤

井

主

事

一、本
會
は
昭
和
三
十
三
年
十
月
合
祀
の
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

先
づ
旧
陸
軍
関
係
と
し
て
一
復
で
作
製
の
案
（
別
紙
第
一
）
に
基
い
て

三
浦
事
務
官
よ
り
説
明
質
疑
應
答
の
要
旨
左
の
通
り
。

第
一
類

從
来
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
残
数
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
。

第
二
類

軍
人
の
み
に
つ
き
取
扱
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
軍
属
に
つ

い
て
は
如
何
。

◯答
第
五
類
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
類

原
案
の
要
旨
は
外
地
発
病
の
時
期
等
調
査
が
困
難
で
あ
る
か

ら
退
職
後
三
年
以
内
の
も
の
と
し
た
。

◯質
從
来
は
発
病
後
三
年
以
内
と
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
現
段
階
と

し
て
は
こ
の
範
囲
内
に
止
め
る
を
可
と
す
。

◯答
右
に
決
定
す
る
。

第
四
類

朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
は
内
地
扱
と
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
今
の
段

階
と
し
て
は
こ
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
如
何
。

◯答
第
四
類
よ
り
除
き
第
五
類
の
乙
内
地
の
次
に
（
朝
鮮
・
台

湾
・
樺
太
）
を
挿
入
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。

但
し
國
境
地
帯
で
特
別
加
算
を
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
該
当
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。

第
五
類
の
丙

戦
犯
者
（
Ａ
級
は
一
復
関
係
で
な
い
）
Ｂ
級
以
下
で
個

別
審
議
し
て
差
支
へ
な
い
程
度
で
し
か
も
目
立
た
な
い

よ
う
合
祀
に
入
れ
て
は
如
何
。
神
社
側
と
し
て
研
究
し

て
欲
し
い
。（
一
復
側
意
向
）

◯答
神
社
側
と
し
て
は
総
代
會
に
相
談
し
て
見
る
。
そ
の
上
で

更
に
打
合
会
を
開
き
度
い
。

右
を
除
い
て
は
別
紙
第
二
が
残
る
、
そ
の
中
「
一
」
は
資
料
の
整
備
を

待
つ
て
昭
和
三
十
四
年
春
季
以
降
に
合
祀
可
能
な
る
も
の
で
あ
る
、

「
二
」
は
今
後
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

次
に
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
以
降
死
歿
者
を
ど
う
す
る
か
。

◯答

池
田
権
宮
司

昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
よ
り
同
三
十
二
年
五
月

三
十
一
日
迄
の
死
歿
者
に
つ
い
て
は
招
魂
式
を
執
行
し
、
昭
和
三

十
三
年
十
月
合
祀
致
し
度
い
か
ら
そ
の
資
料
提
出
を
希
望
す
る
。

両
復

諒
承

二、旧
海
軍
側
と
し
て
阿
部
事
務
官
よ
り
説
明

１
、
海
軍
は
從
来
の
基
準
内
の
も
の
で
左
の
通
り
十
月
合
祀
予
定
と

し
て
名
票
整
備
す
る
。

中
央

九
、
〇
〇
〇

横
濱

一
五
、
〇
〇
〇

佐
〃

八
、
〇
〇
〇

呉
〃

四
、
〇
〇
〇

⎭―⎬―⎫

三
六
、
〇
〇
〇

２
、
從
つ
て
從
来
の
基
準
の
も
の
が
中
央

三
、
〇
〇
〇

横
濱
一
五
、
〇
〇
〇
程
度
残
る
の
で
こ
れ
を
昭
和
三
十
四
年
四

月
合
祀
と
し
た
い
。

３
、
尚
朝
鮮
・
台
湾
出
身
者
を
昭
和
三
十
四
年
四
月
合
祀
出
来
る
よ

う
名
票
準
備
を
行
ふ
予
定
で
あ
る
。

４
、
陸
軍
側
も
準
備
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。（
三
浦
）

５
、
特
攻
兵
器
に
よ
る
殉
職
者
は
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
日
附

人

事
部
長
よ
り
の
通
知
に
よ
つ
て
既
に
合
祀
の
對
象
と
し
て
ゐ
る

こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
資
料
を
整
へ
て
出
来
る
だ
け
早
い
時

期
に
合
祀
を
希
望
し
て
ゐ
る
。

特
攻
兵
キ
の
定
義
如
何
。
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○
海
軍
は
明
瞭
で
あ
る
。

○
陸
軍
は
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
こ
れ
だ
け
を
摘
出
す
る
こ
と
は

現
段
階
と
し
て
は
困
難
で
あ
つ
て
從
つ
て
合
祀
も
後
詮
す
べ

き
で
あ
る
。

一
應
後
日
の
研
究
と
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。

散
會

【
二
三
三
】（
そ
の
一
）

第
四
回
会
議
の
結
果
を
再
検
討
せ

し
事
項
に
関
し
三
浦
事
務
官
に
対
す
る
質
疑
応
答

昭
和
33

年
４
月
11
日
）

そ
の
一
）

質
議
者

木

曽

次

長

33
｜
４
｜
11

第
四
回
會
議
の
結
果
を
再
研
討
せ
し
事
項
に
関
し
三
浦
事
務
官

に
對
す
る
質
議
應
答
事
項

一、１
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
前
に
満
洲
に
於
て
死
歿
し
た
軍
人
軍

属
で
未
合
祀
者
の
資
料
提
出
に
関
し
て
は
如
何
。

◯答

第
四
類
の
甲

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
を
昭
和
十
二
年
七
月
七

日
と
改
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
中
に
含
め
る
。

２
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
前
の
死
歿
者
に
つ
い
て
は
如
何
。
数
は

少
数
と
推
量
さ
れ
る
が
未
合
祀
が
な
い
と
は
断
定
致
し
難
い
。

◯答

こ
れ
も
入
れ
る
こ
と
に
考
慮
す
る
。

二、軍
属
の
遺
族
援
ゴ
法
第
四
条
第
二
項
該
当
者
は
ど
う
す
る
か
。

◯答

軍
属
は
現
在
の
処
裁
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
第
五
類
の
個
別
審
査

に
含
め
る
。

三、責
任
自
殺
者
（
外
地
内
地
共
）
の
資
料
は
如
何
。

◯答

第
五
類
の
丙
が
現
在
戦
犯
関
係
の
項
目
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ

を
除
き
、
そ
の
替
り
に
入
れ
る
。

四、第
五
類
の
乙
の
中
受
傷
後
三
年
以
内
の
死
亡
者
は
ど
の
位
の
数
で
あ
る

か
、
又
こ
の
ケ
ー
ス
は
從
来
の
基
準
外
で
あ
る
が
如
何
。

◯答

大
し
た
数
で
は
な
い
が
個
別
審
議
に
入
れ
る
。

五、共
済
組
合
法
に
よ
る
有
給
軍
属
の
資
料
は
ど
こ
で
持
つ
て
ゐ
る
か
。

◯答

縣
で
持
つ
て
ゐ
る
。
中
央
で
は
審
査
の
對
象
と
な
つ
て
ゐ
な
い
の

で
持
つ
て
ゐ
な
い
。

從
つ
て
縣
か
ら
資
料
を
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
基
き
中
央

で
個
別
審
議
す
る
。

以

上

【
二
三
四
】
そ
の
二

〔
第
四
回
会
議
の
結
果
を
再
検
討
せ
し

事
項
に
関
し
三
浦
事
務
官
に
対
す
る
質
疑
応
答
〕（〔
昭
和
33

年
４
月
11
日
〕）

そ
の
二

一、昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
前
に
戦
地
、
事
変
地
で
発
病
、
帰
還
後
死

歿
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
資
料
に
つ
い
て
。

（
案
）
に
は
明
示
し
て
ゐ
な
い
が
如
何
。

◯答

こ
の
種
の
も
の
は
少
い
と
思
は
れ
る
が
、
未
合
祀
と
し
て
残
つ
て
ゐ

る
も
の
が
あ
れ
ば
提
出
す
る
如
く
復
員
課
長
名
を
以
つ
て
別
途
通
報

す
る
。

二、終
戦
前
後
以
外
の
期
間
に
於
け
る
責
任
自
殺
者
の
資
料
に
つ
い
て
は
如

何
。

◯答

立
證
資
料
（
詳
細
）
が
必
要
で
あ
る
か
ら
爾
後
の
問
題
と
し
て
研
究

し
た
い
。

三、責
任
自
殺
者
の
資
料
提
出
上
祭
神
名
票
に
記
載
す
る
死
歿
区
分
の
書
き

方
に
つ
い
て
は
如
何
。

海
軍
側
よ
り
質
問
が
あ
つ
た
。

◯答

陸
軍
側
と
し
て
は
「
責
任
自
殺
」
と
書
く
よ
う
に
指
示
し
て
ゐ
る
。

以

上
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【
二
三
五
】
旧
海
軍
関
係
靖
国
神
社
合
祀
事
務
の
う
ち
昭
和

三
十
三
年
秋
季
合
祀
予
定
者
の
選
考
等
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
昭
和
33
年
４
月
27
日
業
務
二
第
一
〇
〇
七
号
の
六
二
厚
生
省
引

揚
援
護
局
業
務
第
二
課
長
発
各
地
方
復
員
部
長
宛
）

業
務
二
第
一
〇
〇
七
号
の
六
二

昭
和
三
十
三
年
四
月
七
日

厚
生
省
引
揚
援
護
局
業
務
第
二
課
長

各
地
方
復
員
部
長
殿

旧

軍
関
係
靖
國
神
社
合
祀
事
務
の
う
ち
昭
和

三
十
三
年
秋
季
合
祀
予
定
者
の
選
考
等
に
つ
い
て
（
通
知
）

標

の
こ
と
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
七
日
業
務
二
第
一

〇
〇
七
号
の
三
五
七
「
旧

軍
関
係
靖
國
神
社
合
祀
事
務
の
う
ち
昭
和
三

十
三
年
春
季
合
祀
予
定
者
の
選
考
等
に
つ
い
て
」
に
準
じ
實
施
願
ひ
ま
す
。

但
し
選
考
人
員
は
中
央
九
、
〇
〇
〇

復
一
五
、
〇
〇
〇
（
旧
舞
復
を

含
む
）
呉
復
四
、
〇
〇
〇
、
佐
復
八
、
〇
〇
〇
計
三
六
、
〇
〇
〇
と
し
引

揚
援
護
局
へ
の
報
告
の
期
限
は
六
月
末
日
と
致
し
た
い
。

な
お
選
考
基
準
は
従
来
恩
給
法
の

裁
定

（
31
、
２
、
25
二
次
第
三

一
号
）
と
な
つ
て
い
た
が
援
護
法
、
恩
給
法
の
裁
定
等
の
如
何
に
か
か
わ

ら
ず
合
祀
至
当
と
思
わ
れ
る
も
の
（

ね

死
、

傷
死
、

病
死
等
）

は
合
祀
予
定

に
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
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【
二
三
九
】
別
紙

昭
和
三
十
三
年
秋
季
靖
国
神
社
合
祀
基

準
及
び
選
考
数

〔
昭
和
33
年
４
月
〕）

別
紙昭

和
三
十
三
年
秋
季
靖
国
神
社
合
祀
基
準
及
び
選
考
数

第
一
類
（
軍
人
軍
属
の
戦
地
、
事
変
地
又
は
外
地
に
お
い
て
公
務
に
よ
り

死
亡
し
た
者
）

死
亡
の
時
期
及
び
場
所

身
分
及
び
死
亡
事
由

選
考
予
定
数

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

よ
り
同
二
十
年
九
月
二
日

ま
で
の
間
に
遺
族
援
護
法

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
戦
地
（
遺
族
援
護
法
施

行
令
第
二
条
の
表
の
区
域

期
間
。
但
し
そ
の
終
期
は

九
月
二
日
と
す
。
以
下
同

じ
。）
に
お
い
て
死
亡
し

た
者
。

遺
族
援
護
法
第
三
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
事

変
地
（
遺
族
援
護
法
施
行

令
第
一
条
第
一
項
の
表
の

区
域
及
び
期
間
。
以
下
同

じ
）
内
に
お
い
て
死
亡
し

た
者
。

昭
和
二
十
年
九
月
三
日
よ

り
同
二
十
六
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
外
地
に

お
い
て
死
亡
し
た
者
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て
公
務

扶
助
料
遺
族
年
金
、
遺
族

援
護
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
終

つ
た
者
。
但
し
遺
族
援
護

法
第
四
条
第
二
項
及
び
附

則
第
二
十
項
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
一
八
一
号
）

の
規
定
に
も
と
づ
く
遺
族

年
金
、
公
務
扶
助
料
又
は

弔
慰
金
の
裁
定
の
あ
つ
た

者
を
除
く
。

上
記
の
基
準

に
該
当
す
る

者
で
從
来
の

合
祀
に
も
れ

た
者
總
て

約
一
万
柱

第
二
類
（
軍
人
で
戦
地
に
お
い
て
受
傷
り﹅
病
し
戦
地
又
は
外
地
に
お
い
て

死
亡
し
た
者
で
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と

み
な
さ
れ
た
者
）

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

よ
り
同
二
十
年
九
月
二
日

ま
で
の
間
に
戦
地
に
お
い

て
死
亡
し
た
者
。

昭
和
二
十
年
九
月
三
日
よ

り
同
二
十
六
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
外
地
に

お
い
て
死
亡
し
た
者
。

軍
人
で
あ
つ
て
遺
族
援
護

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
も
と
づ
き
遺
族
年
金
公

務
扶
助
料
、
又
は
弔
慰
金

の
裁
定
の
終
つ
た
者
。

上
記
の
基
準

に
該
当
す
る

者
總
て

約
二
千
五
百
柱

第
三
類
（
軍
人
軍
属
で
戦
地
事
変
地
又
は
外
地
に
お
い
て
公
務
に
よ
り
受

傷
り﹅
病
し
た
者
で
こ
れ
に
よ
り
上
記
以
外
の
地
域
で
死
亡
し
た
者
）

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

よ
り
同
二
十
年
九
月
二
日

ま
で
の
間
に
戦
地
以
外
の

地
域
で
死
亡
し
た
者
。

但
し
受
傷
り﹅
病
後
三
年
以

上
を
経
過
し
て
死
亡
し
た

者
を
除
く
。

昭
和
二
十
年
九
月
三
日
よ

り
同
二
十
六
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
内
地
で

死
亡
し
た
者
。

但
し
受
傷
り
病
後
三
年
以

上
を
経
過
し
て
死
亡
し
た

者
を
除
く
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て
戦
地

事
変
地
又
は
終
戦
後
の
外

地
に
お
い
て
受
傷
り﹅
病
し

た
者
で
こ
れ
に
よ
り
公
務

扶
助
料
遺
族
年
金
、
遺
族

援
護
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
終

つ
た
者
。
但
し
遺
族
援
護

法
第
四
条
第
二
項
該
当
者

を
含
み
、
附
則
第
二
十
項

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

一
八
一
号
）
該
当
者
を
除

く
。

上
記
の
基
準

に
該
当
す
る

者
總
て

約
四
万
柱

第
四
類
（
軍
人
軍
属
で
満
洲
に
お
い
て
公
務
に
よ
り
受
傷
り﹅
病
し
且
死
亡

し
た
者
）

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

よ
り
同
二
十
年
八
月
八
日

ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
者
。

軍
人
軍
属
で
あ
つ
て
満
洲

に
お
い
て
受
傷
り﹅
病
し
た

者
で
こ
れ
に
よ
り
公
務
扶

助
料
、
遺
族
年
金
、
遺
族

援
護
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
終

つ
た
者
。

上
記
の
基
準

に
該
当
す
る

者
總
て

約
七
百
柱

第
五
類
（
軍
人
軍
属
で
第
一
乃
至
第
四
類
に
属
し
な
い
が
合
祀
を
適
当
と

す
る
者
）

個
別
審
査

甲

軍
人
軍
属
で
そ
の
身
分
及
び
死
亡
状
況
は
第
一
乃
至
第
四
類
の
基

準
に
該
当
す
る
が
該
当
遺
族
が
な
い
た
め
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年

金
、
遺
族
援
護
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
な
い

も
の
。

乙

軍
人
軍
属
で
戦
地
及
び
事
変
地
以
外
の
地
域
に
お
い
て
戦
傷
を
う

け
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
又
は
受
傷
後
三
年
以
内
に
こ
れ
に
よ
り

死
亡
し
た
者
。

丙
〔
※
１
〕

軍
人
軍
属
で
遺
族
援
護
法
附
則
第
十
一
項
（
昭
和
三
十
年
法
律
第

一
四
四
号
）
に
該
当
す
る
者
。

丁

軍
属
で
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
戦
地
に
お
け
る
在
職
期
間

内
に

傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
故
意
又
は
重

大
な
過
失
に
よ
つ
て

傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
と
が
明
ら

か
で
な
く
、
こ
の
受
傷
り﹅
病
の
日
よ
り
三
年
以
内
に
死
亡
し
た
者
。

戊

軍
人
軍
属
で
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
よ
り
昭
和
三
十
二
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
外
地
に
お
い
て
自
己
の
責
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
死
亡
し
た
者
。

第
六
類
（
も
と
の
陸
軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
闘
に
参
加
し
当
該
戦
闘
に
基

く

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
）

甲

も
と
の
陸
軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
闘
に
参
加
し
当
該
戦
闘
に
基
く

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
で
こ
れ
に
よ
り
遺
族
援
護
法
第

三
十
四
条
第
五
項
の
弔
慰
金
の
裁
定
の
あ
つ
た
者
。

約
七
千
柱

乙

死
亡
の
状
況
は
甲
と
同
様
で
あ
る
が
該
当
遺
族
の
な
い
た
め
弔
慰

金
の
裁
定
の
な
い
者
。

個
別
審
査

〔
※
１
〕

責
任
自
殺
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【
二
四
〇
】
合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
会
（
第
五
回
）

昭
和

33
年
５
月
30
日
）

合
祀
基
準
に
関
す
る
打
合
會
（
第
五
回
）

日

時

昭
和
三
十
三
年
五
月
三
十
日
午
後
一
時
半

場

所

社
務
所
書
院
の
間

出

席

者

一
復
側

三

浦

事

務

官

奥

森

事

務

官

二
復
側

阿

部

事

務

官

神
社
側

池

田

権

宮

司

坂

本

禰

宜

鈴

木

禰

宜

木

曽

主

典

阿

部

嘱

託

議
題１

、
昭
和
三
十
三
年
十
月
合
祀
完
了
後
に
残
る
未
合
祀
者
の
資
料
及
び

從
来
の
基
準
外
の
も
の
で
今
後
合
否
を
決
定
す
べ
き
も
の
の
資
料
に
つ

い
て
。

２
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
合
祀
予
定
と
し
て
援
護
局
よ
り
提
出
さ
れ
る

資
料
の
内
容
を
要
約
し
た
総
代
會
説
明
用
の
も
の
に
つ
き
再
検
討
。

議
事１

、
に
つ
い
て
種
々
談
合
し
た
結
果
、
三
浦
事
務
官
の
手
許
で
具
体
的

な
資
料
を
作
製
し
て
そ
れ
に
基
い
て
、
他
日
再
び
談
合
す
る
こ
と
ゝ
す

る
。

２
、
に
つ
い
て
は
別
紙
の
通
り
修
正
す
。

以

上

【
二
四
一
】
別
紙

昭
和
三
十
三
年
十
月
合
祀
予
定

昭
和
33

年
５
月
30
日
）

別
紙

昭
和
三
十
三
年
十
月
合
祀
予
定

一、旧
陸
軍
関
係
で
從
来
の
合
祀
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
中
約
十
二
萬
柱

と
す
る
。
そ
の
内
譯
左
の
通
り
で
あ
る
。

１
、
軍
人
軍
属
で
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
よ
り
同
三
十
二
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
事
変
地
、
戦
地
又
は
外
地
に
於
て
戦
死
、
戦
傷

死
、
戦
病
死
し
、
公
扶
、
年
金
、
弔
慰
金
の
裁
定
が
済
ん
だ
も
の

の
全
部
。

約
一
万
柱

２
、
軍
人
軍
属
で
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
よ
り
同
三
十
二
年
五
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
戦
地
、
事
変
地
、
又
は
外
地
に
於
て
受
傷
、

り
病
し
、
内
地
に
帰
還
后
死
亡
し
た
者
。

但
し
受
傷
、
り
病
後
三
年
以
上
経
過
し
た
も
の
を
除
く
。約

四
萬
柱

３
、
軍
人
軍
属
で
満
洲
に
於
て
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
よ
り
同
二
十
年

八
月
八
日
の
間
に
戦
死
、
戦
傷
死
、
戦
病
死
し
た
者
。

約
七
百
柱

４
、
軍
人
軍
属
で
内
地
（
朝
鮮
、
台
湾
等
を
含
む
）
で
戦
傷
を
う
け
、

こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
又
は
受
傷
後
三
年
以
内
に
こ
れ
に
よ
り
死
亡

し
た
も
の
。

５
、
軍
人
軍
属
で
終
戦
前
後
の
非
常
事
態
に
あ
た
り
特
別
の
事
情
に
関

連
し
て
死
亡
し
た
者
。

（
責
任
自
殺
）

６
、
軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
闘
に
参
加
し
死
亡
し
た
者
。

７
、
軍
人
軍
属
で
戦
地
に
於
て
受
傷
、
り
病
し
戦
地
又
は
外
地
に
於
て

死
亡
し
た
も
の
で
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公

務
と
み
な
さ
れ
た
者
。

８
、
軍
人
軍
属
で
そ
の
身
分
及
び
死
亡
状
況
が
第
一
号
乃
至
第
三
号
の

基
準
に
該
当
す
る
が
該
当
受
給
遺
族
が
な
い
た
め
公
扶
、
年
金
、

弔
慰
金
の
裁
定
の
な
い
者
。

二、旧
海
軍
関
係
は
右
陸
軍
と
同
様
の
者
約
三
萬
五
千
柱
と
す
る
。

中

央

八
、
〇
〇
〇

横

濱

一
五
、
〇
〇
〇

呉

〃

四
、
〇
〇
〇

佐
世
保
〃

八
、
〇
〇
〇

以

上
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